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要 約 

 

１．対象国の現状 

1-1 対象国の政治・社会経済状況 

サモアは 1919 年から、ニュージーランドの国際連盟委任統治地域、1945 年からは国際連

合信託統治地域だったが、1962 年に「西サモア」として独立した。植民地時代を経験して

独立を達成した初めての大洋州島嶼国となった。 

 サモアの主要産業は、農業、沿岸漁業及び観光業である。2008 年 9 月に発生したリーマ

ンショック時の経済危機により、海外からの資金流入が減少した。典型的な島嶼国の経済

構造であり、国内市場が小規模のため消費財の多くを輸入に頼らざるを得ない状況である。

サモアは慢性的な貿易赤字を抱えている反面、海外からの送金、観光業収入によるサービ

ス・移転収支は大幅な黒字である。国内総人口を超える海外在住のサモア人からの海外送

金が外貨獲得の主たるソースである。 

 農業従事者が労働年齢人口の 2/3 を占め、ココナッツ製品(ココナッツオイル、ココナッ

ツクリーム、ココナッツパウダー等)などの農作物が輸出総額の 90%近くを占めている。 

 
1-2 対象国の対象分野における開発課題   

 サモアは、沖縄と同じ島嶼地域性を有しており、首都アピアのあるウポル島は面積：

1,125km2(沖縄島の面積：1,207km2)の火山島である。ウポル島には、東西に山脈が走り最

高峰はフィト山の 1100m である。同島は水資源が豊富な反面、サモアの課題である濁水の

発生をはじめとする降水時の土壌等の流出が以下の問題を発生させている。乾季には水源

水量が減少するため断水が発生することがあり、雨季や降水時には濁度が上昇する。この

ような背景を踏まえた、開発課題は以下のとおりである。 

 

課題 現状 

環境改善に係る課題 ・降水時の土壌侵食によって発生する高濃度濁水による浄水

場の取水制限 

・降水時の土壌侵食によって発生する濁水の河川・海岸域へ

の流出による陸域の生物多様性の低下、サンゴ礁生態系の

攪乱及び沿岸域の景観悪化 

災害リスク低減に係る課題 ・降水時の土壌侵食によって発生する濁水の河川・海岸域へ

の土壌堆積による河床上昇、河口閉塞によってもたらされ

る浸水被害発生リスクの増大 

・降水時の土壌侵食によって発生する倒木によってもたらさ

れる流木の橋梁桁下集積による橋梁流亡のリスクの増大 

 
1-3 対象国の対象分野における開発計画、関連計画、政策（外資政策含む）及び法制度 

サモアは「災害及び危機管理法 2006(Disaster & Emergency Management Act 2006)及び

気候変動法 2006(Climate Change Act 2006)」により、自然災害の低減、環境維持及び気候

変動によるリスクの低減に注力しており、「サモア国家開発戦略(SDS)」では、社会・経済

の継続的発展のため、気候変動への適応行動計画(NAPA)の実施の重要性を強調している。  

また、災害が起こった際の取組み体制としては「Samoa national action plan for disaster 

risk」を策定している。「水資源管理行動規範 Water Resource Management Act 2008」 は、

水資源の持続的な管理と保護を規定する水道プロジェクト等における根拠法であり、Part 
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IV において所轄機関を MNRE とし、その権限が規定された。また、SWA による水利用に関す

る権利及び独立系水利用の方法についても規定されている。主な関連する法規制は下表の

とおりである。 

 

提案事業に関連する法律、規制 

No. 名称 

１ Water Resources Management Act 2008 (水資源管理行動規範) 

2  Samoa Codes of Environmental Practice (MNRE, 2006)  

3 Samoa Water Authority Act 2003 (SWA 行動規範 2003) 

4 
Samoa Water Authority Sewerage and Wastewater Regulations 2009 

(SWA 下水道と廃水規則 2009) 

5 
Public Bodies (Performance and Accountability) Act 2001 

(公共事業体 パフォーマンスとアカウンタビリティ 行動規範 2001) 
6 Water Resource Management Act 2008(水資源管理行動規範 2008)  

7 Samoa National Drinking Water Standards 2008(サモア国飲料水基準 2008) 

8 Trade Waste Policy 2011(廃棄物貿易政策 2011) 

9 Waste Management Act 2010 (廃棄物管理規範 2010) 

10 
Planning and Urban Management (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007(EIA

法 2007) 

                        (出典: Samoa Water Authority, Corporate Plan などに基づき調査団が作成) 

 
1-4  対象国の対象分野における ODA 事業の先行事例分析及び他ドナーの分析 

サモア水道事業運営(宮古島モデル)支援協力(草の根技術協力 2010 年 4月から 2013 年 3

月)並びに地方給水向上(草の根無償 2006 年 4 月から 2008 年 3 月)が実施されたほか、ア

ラオア浄水場の建設等の支援が実施されている。 

 その他、「緩速ろ過を使用した上水道の管理技術研修(草の根技術協力事業：2006-2009 年)」

が実施されるとともに、「島嶼における水資源保全管理(課題別研修：2010 年～2012 年)」

も実施された。また、現在、サモア国を対象に浄水技術の向上、 雨季の濁水対策、漏水対

策のための研修及び専門家派遣を行う「サモア水道事業運営(宮古島モデル)支援協力(草の

根技術協力事業：2010-2013 年)」が、沖縄県古島市の協力を得て 2019 年まで実施される予

定である。 

 さらに「都市水道改善計画 (Project for Improvement of Urban Untreated Water Supply 

Schemes)」、「沖縄連携によるサモア水道公社維持管理能力強化プロジェクト(Capacity 

Enhancement Project for Samoa Water Authority in Cooperation with Okinawa)」が実

施中である。 

サモアの水分野に対する他の主たるドナーは、EU、世界銀行(WB)、アジア開発銀行(ADB)、

ニュージーランド国際援助開発庁(NZAid)及びオーストラリア外務貿易省(DFAT；AusAID は

2013 年 11 月に DFAT へ併合)である。 

 

1-5 対象国のビジネス環境の分析 

サモア政府は、総じて外国資本の投資を歓迎しており、内国法人と外資の法人税も 27%

と同率にしている。また、減価償却の早期償却を認めている(工場の機械設備の 3年償却な

ど)。サモアにおいて会社を設立する場合には、オンラインで会社レジストリを行う、Online 

Samoa Company Registry を通じて、既存の企業の情報を確認することができる。さらに、
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この電子レジストリを通じて、新しい会社の設立が行われている。各社には少なくとも 1

人のディレクター、1株及び 1株主が必要である。 

 外国人の土地取得は認められていないため、土地の使用はリース契約となる。 

また、環境影響評価については、河川の開発を伴う水道プロジェクトを実施する場合に

は、環境影響評価(EIA)Regulation 2007 にもとづき、環境影響評価報告書(CEAR)もしくは、

簡易環境評価報告書 (PEAR)を策定し、PUMA(都市管理局)に提出しなければならない。また、

事業の実施時には、Planning and Urban Management Act 2004 にもとづく開発同意申請書

(DCA)を提出し、Development Consent を事前に取得しておかなければならない。 

普及・実証事業について PUMA に説明を行ったところ、CEAR は必要なく、PEAR の提出並

びに環境管理計画 EMP (Environmental Manage Plan)及び Planning and Urban Management 

Act 2004 にもとづく開発同意申請書(DCA)の提出が必要であることを確認した。 

 
2．提案企業の製品・技術の活用可能性及び海外事業展開の方針 

2-1 提案企業及び活用が見込まれる製品・技術の特長 

 提案技術は、天然ヤシ繊維を円筒状に形成した製品であるバイオログフィルターを河岸、

河床などに設置して侵食防止及び濁水のろ過などにより、「環境改善」及び「災害リスク低

減」を図るものである。サモアにおいても、日本国内で多くの実績を有する提案製品の多

目的利活用により、サモアの開発課題への対応が期待できる。 

 

 

ヤシの実を採取 

 

  ヤシ殻から繊維を抽出 

 

  ヤシ繊維を加工 

 天然ヤシ繊維 100%の提案製品「バイオログフィルター」 

 
 提案製品の主な特長は次のとおりである。 

 
提案製品の特長、スペック、価格等 

項 目 内  容 

侵食防止及び濁

水のろ過による

濁度低減効果 

ヤシ繊維によるマルチングにより降水等による土壌侵食を防止。また、

ヤシ繊維により濁水中の土粒子を効果的に捕捉。提案製品の設置面積

と列数により目標とする濁度低減値の設定が可能(平均濁度低減率：

55%(低減率の内訳：フィルターろ過 45%＋自然沈降 10%)。 

施工性 流木が大量に流下する渓流・河川、流量・流速が大きな河川など環境

条件の厳しい箇所への設置以外は人力施工が可能で施工性に優れる。 

環境への配慮 グリーン購入ネットワーク「エコ商品ねっと」掲載製品。生分解性製

品。カーボンオフセットの実施(提案製品はフィリピンで生産してお

り、その製造・輸送の際に発生する CO2 は、クリーンエネルギー事業

や植林・森林保全事業への資金提供によりオフセット(カーボンオフセ

ット量：2m=6.88Kg/CO2/本)している)。 
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維持管理 仮設工(造成工事等の濁水処理における沈砂池のろ過材、プラントの濁

水処理のろ過材など)として使用する場合、特に沖縄県では 200ppm 以

下の濁度で放流することが条例で義務付けられていることから、提案

製品の交換期間は通常 3～6 ヶ月程度(洗浄を行えば機能が回復し長期

使用が可能)。河川の濁水処理として堰、水制工などの工作物に使用す

る場合の交換期間は不定期。侵食防止材、護岸として使用する場合の

交換は不要。なお、サモアにおいてろ過材として使用する際の維持管

理方法については、普及・実証事業を通して確立していくこととする。 

リサイクル 使用後の製品は侵食防止材、護岸、植生基盤材等として再利用可能。 

寸法・重量・価格 L:2m/本、φ:30cm/本、重さ:15kg/本、15 千円/本(国内参考価格) 

 
2-2  提案企業の事業展開における海外進出の位置づけ 

 提案企業は、提案製品の販路拡大による増収増益を海外進出の目的としている。 

㈱南西環境研究所は、海外事業を主業務のひとつとして位置づけ、開発コンサルタント

等を招聘し海外進出に向けた勉強会を開催するなど、在日米軍業務で実績のあるスタッフ

の強化を図り、海外業務に特化した部署を立上げ、県内外のメーカーとの協働により JICA

事業などを通して島嶼県として蓄積された沖縄特有のインフラ整備技術を大洋州島嶼国に

展開する。また、㈱ウエスコットウエストも、海外事業を主業務のひとつとして位置づけ、

日本国内に存在しない技術や製品を海外より輸入し、これらを国内に普及させるとともに、

地域環境に適応した製品の開発・改良を行い、国内で培った製品並びにその技術を海外に

向けて普及・販売させていく。 

 

2-3  提案企業の海外進出による我が国地域経済への貢献 

今後の提案企業の活動が ODA 案件化及び海外事業展開へと発展した場合、沖縄特有のイ

ンフラ整備技術が大洋州島嶼国の課題解決に貢献した実例となる。本成果は沖縄の建設技

術を海外へ販売・展開する推進力となり、県内建設関連企業の JICA 事業などへの参入増加

や雇用の創出にもつながると考える。 

 

3．製品・技術に関する調査及び活用可能性の検討結果 

3-1 製品・技術の検証活動（紹介、試用など） 

 サモアにおいて、政府機関等と面談し提案する製品・技術の検証活動を行った。 

 

3-2 製品・技術の現地適合性検証 

製品・技術の現地適合性を検証するため、普及・実証事業候補地の「Fagali’I tai 

outlet-5」及び「Fagalii Ford-6」において、「環境改善」に係る水質調査、動植物調査及

び「災害リスク低減」に係る防災・災害調査(地形測量等を含む)を実施した。 
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MNRE が普及・実証事業候補地として推奨した 9 河川の位置 

 (情報提供：MNRE(自然資源環境省)) 

 

3-3 製品・技術のニーズの確認 

本調査では、普及・実証事業候補地である「Fagali’i tai outlet-5」及び「Fagali’i 

Ford-6」の「環境改善」に係る水質調査、動植物調査及び「災害リスク低減」に係る防災・

減災調査を行った。その結果、河岸の侵食箇所、倒木・流木、土壌の流出・堆積による河

床上昇及び河口閉塞の進行など、現状の課題に対する提案製品の「環境改善」及び「災害

リスク低減」に係るニーズを確認することができた。当該事業候補地においては、提案製

品を河川に設置することで、以下のことが可能であると考える。 

「環境改善」として、河岸の侵食防止及び濁水のろ過により、濁水の発生要因である土

壌流出を抑制し、河岸植生の保全・再生、陸域の生物多様性の向上、サンゴ礁生態系攪乱

のリスク低減及び沿岸域の景観の改善。 

また、「災害発生リスク低減」としては、濁水として流出した土壌の堆積による河床上昇、

河口閉塞がもたらす浸水被害発生のリスク低減及び倒木を抑制し流木集積の減少を図る橋

梁流亡のリスク低減。なお、提案製品の設置に関しては、サモアの制度上特段の懸念はな

い。 

 

3-4 製品・技術と開発課題との整合性及び有効性 

サモアは「災害及び危機管理法 2006(Disaster & Emergency Management Act 2006)及び

気候変動法 2006(Climate Change Act 2006)」により、自然災害の低減、環境維持及び気候

変動によるリスクの低減に注力している。また、「サモア国家開発戦略(SDS)」では、社会・

経済の継続的発展のため、気候変動への適応行動計画(NAPA)の実施の重要性を強調してい

ファガリー地区 

Fagali’i tai outlet-5 

Fagali’i Ford-6 
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る。その他、災害が起こった際の取組み体制としては「Samoa national action plan for 

disaster risk」を策定している。 
太平洋地域における気候変動に対する適応(Pacific Adaptation to Climate Change：

PACC)では、当該地域の 14 カ国で実施されるプロジェクトにおいて、島嶼国に共通する脆

弱性への適応力向上を目的とした重要 3項目「水資源管理」「沿岸域管理」「食糧生産・食

糧安保」が挙げられており、サモアは「沿岸域の自然リスクの向上」を PACC の目標に掲げ

ている。 
 また、我が国の「対サモア独立国 事業展開計画」の基本方針(大目標)は「環境に配慮し

た持続的経済成長の達成と国民の生活水準の向上」である。 
重点分野 1(中目標)の「環境・気候変動における開発課題 1-1(小目標)/環境保全」及び「開

発課題(1-2 小目標)/気候変動対策」においては、降水時の土壌侵食により発生する土壌・濁

水流出による水源環境の悪化や土壌侵食に起因する土砂災害のリスク増大がサモアにおけ

る開発課題と捉えることができる。サモア政府の行政機関が入居するビルの 1階ロビーに

は、災害の記憶を風化させないために、2012 年にサモアを直撃し甚大な被害をもたらした

サイクロン・エヴァンによる被災を記録したパネルが展示されている(写真 3.86)。 

このようなサイクロン・エヴァンがもたらした環境破壊、災害による甚大な被害を最小

限に抑えるためには、日本国内で「環境改善」及び「災害リスク低減」対し多くの実績を

有する提案製品をサモアにおいても多目的に利活用することが求められる。 

 

4．ODA 案件化の具体的提案 

4-1 ODA 案件概要 

 提案事業は、沖縄県総合沿岸域管理計画(「統合的沿岸管理」以下、「ICM」という。) の

考えにもとづいた沿岸域の総合的な濁水処理対策を ODA 案件化における地域づくりの基本

方針としている。 

 

沖縄県総合沿岸域管理(ICM：Integrated Coastal Management) 

赤土等流出、生活排水などによる水質汚濁といった陸域からのサンゴ礁生態系への負荷

を低減させ、また、サンゴ礁生態系の保全に配慮した防災・減災などの社会資本整備を推

進し、水産業・観光業などの産業を発展させるとともに、地域の伝統・文化を継承させて

いく地域づくりを行っていくものである。 

 

4-2 具体的な協力計画及び開発効果 

 普及・実証事業では、カウンターパートを MNRE(自然資源環境省)とし、ファガリー川流

域の河川に提案製品を設置することにより、「環境改善」及び「災害リスク低減」を図る『(仮

称)ファガリー川流域における環境改善及び災害リスク低減対策事業(以下、「プロジェクト」

という。)』を想定している。 

本プロジェクトでは、ヤシ繊維を多目的に利活用した沿岸域の総合的な濁水処理対策の

技術を MNRE 職員に移転するとともに、当該技術の有効性を実証する。 
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Fagali’I tai outlet-5 及び Fagalii Ford-6 の設計概要 

河川 設計概要 

Fagali’I tai outlet-5 ・橋梁から上流側に向けて水衝部の 10ｍ区間は、フィルター

ユニットの全面にバイオログフィルターを挿入し、その背

後に砕石を詰めた「フィルターユニット法覆工」を護岸と

して両河岸に多段積みに設置し、洪水による河岸の侵食防

止及び河岸植生の再生を図る。 

 

・「フィルターユニット法覆工」護岸の端部から上流側に向け

ての 90m 区間は、バイオログフィルターを木杭により河岸

に固定する「バイオログフィルター法覆工」を護岸として

両河岸に設置し、洪水による河岸の侵食防止及び河岸植生

の保全・再生を図る。なお、本区間には、バイオログフィ

ルターの伸縮等を防止するため、20m ごとにフィルターユ

ニットに砕石を詰めた間詰工を設置する。 

 

・「バイオログフィルター法覆工」を護岸として両河岸に設置

した端部から上流側に向けての 30m 区間には、「バイオログ

フィルターをフィルターユニットの上流側に挿入し、その

背後には砕石を詰めたろ過設備(高さ：0.3m、幅：1.0m、長

さ：2.0m)」を 12 基、水生動物の移動ルートを確保するた

めに千鳥に配置し、濁水の濁度低減を図る。 

Fagalii Ford-6 ・河川横断道路から上流側に向けて約 50m の区間にバイオロ

グフィルターを木杭により河岸に固定する「バイオログフ

ィルター法覆工」を護岸として両河岸に設置し、洪水によ

る河岸の侵食防止及び河岸植生の保全・再生を図る。なお、

F-6 については、濁水の流出は少ないと予測され、また、

川幅も狭いことから、ろ過設備の設置は考えていない。 
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実施体制及び業務内容 

区分 名前 業務内容 

共同企業体 ㈱南西環境研究所 

㈱ウエスコットウエスト 

・提案製品設置前の植生調査及び水生動

物調査 

・提案製品設置後の水生動物及び水生動

物のモニタリング 

・プロジェクトの統括管理 

・発注者との調整 

・報告書とりまとめ 

・政府関係機関や SPREP(太平洋地域環境

計画)などのドナーへの広報・宣伝活動

による提案製品のインフラ整備への導

入提案 

・本事業以降の河川護岸整備計画の立案

支援(例としてウポル島の南東部、サバ

イイ島での次案件の提案など) 

・環境影響評価 

カウンター 

パート 

自然資源環境省(MNRE) ・提案製品のインフラ整備への導入に係

る情報提供 

外部人材 ㈱オオマエ ・助走期のビジネス展開に向けた政府関

係機関との調整 

・サモア国内外の市場動向調査 

・現地生産に係る可能性調査 

・本邦受け入れ活動に係る諸手続支援 

㈱隆盛コンサルタント ・提案製品設置前の水質調査 

・提案製品設置後の水質モニタリング 

・施工管理 

・SWA(サモア水道公社)への提案製品の水

道関連事業への技術支援及び案件化の

提案 

㈱中央建設コンサルタント ・提案製品設置前の測量による川幅、河

岸勾配、河床勾配の測定、ドローンに

よる空撮、河岸・河床の侵食・洗掘状

況の確認、河川堆積土砂量の算定 

・提案製品設置後のモニタリングとして、

測量による川幅、河岸勾配、河床勾配

の測定、ドローンによる空撮、河岸・

河床の侵食・洗掘状況の確認、河川に

堆積している土砂量の算定 

・詳細設計、施工計画、施工設備及び積

算(工事費の算出) 

・資材の搬入・調達及び管理 

・現地の測量及び施工業者との調整 

・工事実施後の提案製品等の維持管理計

画の策定 

・LTA(陸上交通省)への提案製品の道路関
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連事業への技術支援及び案件化の提案 

現地ビジネス

パートナー 

OSM Consultant 

IPA Consultant 

(2 社はコンサルタント) 

・提案製品をインフラ整備のマスタープ

ランに導入させるための技術支援及び

案件化の提案 

Bluebird Construction 

(サモア最大の建設会社) 

・提案製品を建設関連工事に導入させる

技術支援及び案件化の提案 
 

 

スケジュール表(案) 

 
 

 

 

5．ビジネス展開の具体的計画 

5-1 市場分析結果 

 (1)河川整備への導入 

MNRE を始めとするサモア政府機関は自然災害による被害を抑制する目的で河川管理に注

力しており、提案製品による護岸整備において、一定量の需要は見込める。しかし、その

需要を満たすための提案製品の供給量を想定すると、必要量はサモアへ輸入することにな

ると考える。その場合、価格面での競争力を失い、売上げが伸びないおそれがある。その

ため、競争力のある価格を提示するには、サモア国内で提案製品を製造する必要がある。

この課題解決に向けたビジネス展開については 5-2 で詳述する。 

年

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

現地作業

国内作業

デモンストレーション準備
（国内作業）

バイオロ
グフィル
ターなど
の機材輸

送

D/FR
作成

（国内作
業）

D/FR
提出
（国
内作
業）

実証活動　（現地作業）

2018年度(平成30年度) 2019年度(平成31年度)

普及活動　（現地作
業）

FR
提出
終了

国
内
作
業

現
地
作
業

改善
点見
直し

改善
点見
直し

本邦
受け
入れ
活動

FR
作成
（国
内作
業）

事業化検討　（現地作業）

設置
に関
する
事前
協議

機材設計、発注、レ
イアウト、人員配置

（国内作業）

測量、
EIA・地質
調査等

工事
設置

（現地作
業）

機材調整、現地法制度及び税金
等の調査、市場調査、保険等の

アレンジ　（国内作業）
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(2)建設現場等から発生する濁水処理 

日本国内において提案製品は、建設現場等から発生する濁水処理のろ過材として広く使

用されている。サモアでは、PUMA が環境ガイド COEP にもとづき工事の許可を出しており、

建設現場から発生する濁水処理についても PUMA が管轄している。 

民間での潜在的需要を開拓できれば、サモア国内での提案製品の需要は飛躍的に伸びる

とみている。 

(3)大洋州近隣諸国へのビジネス展開 

アピアに拠点をおき気候変動対策に取組む SPREP(太平洋地域環境計画)との連携を図り、

濁水対策に係る情報発信を行いながら、近隣の大洋州島嶼国の需要を開拓していく。 

SPREP は、研修施設が充実しており、大洋州各国から気候変動等に係る政府組織の研修生

等を受入れている。 

 

5-2 想定する事業計画及び開発効果 

今後の事業戦略としては、潜在的市場を開拓するための助走期間が必要だと考えている。

始動段階では、サモア国外で提案製品を製造し、必要量は輸入することとするが、ビジネ

スを成立させるためには、採算性を考慮したのちに、サモア国内での当該製品の製造を目

標にしなければならない。これらの製品は、国内需要のほかに国外への輸出も目標として

いる。 

 (1)助走期 

普及・実証事業における本プロジェクトにおいては、サモア国内に販売代理店は設立し

ない。しかし、その後の展開期間では、ビジネス実施体制の構築が必要である。提案製品

の有効的な利活用や設置方法については、日本から提案企業が支援し、必要に応じて現地

へ出向き助言を行うことを想定している。 

 

 

助走期のビジネス実施体制 

(2)創生・成長期 

サモア国内において、提案製品の認知度が高まり普及が広がるとともに、需要と採算性

が見込まれ、工場建設の目途が立てば、サモアで提案製品の製造を開始する。工場稼働の

際には、オペレーションとメンテナンスを指導する技術者を常駐させ、安定した生産体制

を早期に構築し、自立した運営につなげていく。 
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創生・成長期のビジネス実施体制 

 

5-3 事業計画 

サモア国内でのビジネス展開については、「助走期」と「創生・成長期」の 2 段階を想

定している。現地生産が開始されれば、バイオログフィルターのように付加価値の高いも

のを製造し輸出を目指す。 

 

事業計画(案) 

  年 
項目 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

助
走
期 

案件化調査          

普及・実証事業          

仕入れ・販売          

創
生
・
成
長
期 

工場建設・技術移転          

BLF 製造・販売          

製品輸出          

製品開発          

 

  



 
xiv
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はじめに 

調査名：ヤシ繊維を活用した濁水処理対策に関する案件化調査 Feasibility Survey for 

Treatment of Turbid Water using Coconut Fibre Filtration System in Samoa. 

 
(1) 調査の背景 

サモア国(以下、「サモア」という。) の首都アピア (人口約 3.7 万人：2012 年) では、

10 給水区のうち 6 給水区、給水人口の 2/3 に対して渓流を水源とする原水が未処理のま

ま配水されている。その結果、3 地区で糞便性大腸菌の検出が確認され、降水時には汚濁

した汚水が給水されるという住民の苦情が発生している。 

濁水状況としては、サモアの濁度基準が原水で10NTU、浄水池出口で5NTUであるところ、

タパタパオ西水源やヴァイリマ水源では原水濁度が濁度基準を上回るような 70mm/日の豪

雨が年 10 回ほど発生し、アラオア浄水場においては、2013 年に原水濁度で 1,100NTU を観

測した(JICA 都市水道リハビリテーション計画準備調査 2014 年)。さらに、サモアは、濁

水の原因となるサイクロンや津波などの災害が多く、1950 年～2004 年の間に 12 度の甚

大なサイクロンの被害をうけている。2009 年にはサモア沖にマグニチュード 8.3 の地震

が発生し、それに伴う津波により、約 20 の村落が壊滅的な被害をうけ、5,000 名以上が

被災した(JICA 無償資金協力「気象観測・災害対策向上計画」事前評価表 2009 年)。 

この問題に対応するため、サモア政府はサモア開発戦略(SDS 2012-2016)のなかで、水

供給を重点分野のひとつとして、安全な給水や水源管理などに取組んでいる。また、

MNRE(自然資源環境省)は、水衛生セクター開発計画(Water for Life 2012-2016)を発表し、

SWA(サモア水道公社)においては、都市給水サービスを重点分野として掲げるなど、浄水

への関心は高い。 

 

(2) 調査の目的 

サモアは、大洋に囲まれた島嶼国で、近年頻発する大型サイクロンや、気候変動に伴う

災害リスクに直面しており、災害に強い国土形成が求められている。また、洪水時の土壌

及び流木の流出をはじめ、森林伐採等による原生林の減少、生物多様性の低下に繋がる固

有種の個体数減少、廃棄物問題等が深刻化しており、環境保全と両立した社会・経済開発

が望まれる。これらの開発課題の解決のため、本案件では、バイオログフィルター（以下、

「提案製品」という。）の多目的利活用の可能性を確認し、以下の ODA 案件提案、ビジネス

モデル立案を目的とした調査を実施する。 

1) 想定する ODA 案件化 

MNRE(自然資源環境省)をカウンターパートとし、普及・実証事業において、河川へ

バイオログフィルターを設置し、「環境改善」として、河岸の侵食防止及び濁水のろ過

により、濁水の発生要因である土壌流出を抑制し、河岸植生の保全・再生、陸域の生

物多様性の向上、サンゴ礁生態系攪乱のリスク低減及び沿岸域の景観を改善させる。   

また、「災害リスク低減」としては、濁水として流出した土壌の堆積による河床上昇、

河口閉塞によってもたらされる浸水被害発生のリスク低減及び倒木を抑制し流木集積

を減少させることで橋梁流亡のリスクを低減させる可能性を実証する。 

2) 想定するビジネスモデル 

現地に提案製品製造のための工場を設立し、MNRE、建設業者、SWA(サモア水道公社)、

LTA(陸上交通省)への提案製品の販売及び多目的利活用を図る技術指導などを行う。 
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(3) 調査対象地 

サモア国 ツアマサガ 

 
(4) 団員リスト 

企業名 担当課 役割 

㈱南西環境研究所 

㈱ウエスコットウエスト 

共同企業体 

㈱南西環境研究所 

(環境調査室、生物環境室) 

㈱ウエスコットウエスト 

(担当課はなし) 

政府関係機関、SPREP(太平洋

地域環境計画)及び民間企業

などへの広報・宣伝活動によ

る提案製品のインフラ整備

への導入提案。 

カーボンフリー 

コンサルティング㈱ 

開発コンサルティング事業部 案件化に向けたカウンター

パート及び政府関係機関と

の調整、サモアでの実績を活

かした提案製品のコンサル

ティング業務。 

㈱オオマエ 海外企画部 開発課題との整合性検証及

び課題解決に向けた案件化

の評価・改善。 

㈱隆盛 

コンサルタント 

設計部 SWA(サモア水道公社)への提

案製品の水道関連事業への

技術支援及び案件化の提案。 

㈱中央建設 

コンサルタント 

設計部 LTA(陸上交通省)への提案製

品の道路関連事業への技術

支援及び案件化の提案。 

 

氏名 所属 部署、職位 主な専門分野 

大城政人 ㈱南西環境研究所 取締役 プロジェクト総括 

(業務主任者) 

塩田淳二 ㈱ウエスコットウエスト 代表取締役 ビジネスモデル開発 

赤嶺拓朗 ㈱南西環境研究所 環境調査室/主任 現地調査全般のサポート 

徳丸慶太郎 〃 生物環境室/室長 動植物関連の現地調査 

中西武志 カーボンフリー 

コンサルティング㈱ 

代表取締役 事業適合性検証 

(チーフアドバイザー) 

山口泰広 〃 経営企画本部/ 

本部長 

カウンターパート折衝、ODA

案件化企画 

内藤由里弥 〃 開発コンサルト

部/シニアコンサ

ルタント 

法制度、現地政府機関等動向

調査 

加藤温 ㈱オオマエ 海外企画部 ビジネス展開に係る現地ビジ

ネスパートナー等との調整 

坂本一平 〃 〃 対象国の市場調査 

新城圭太 ㈱隆盛 

コンサルタント 

設計部/技術部長 水の浄化関連の現地調査責任

者 
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池村広隆 〃 設計部/第二課長 

 

水の浄化関連の現地調査員 

山中亮 ㈱中央建設 

コンサルタント 

調査部/部長 防災・災害関連の現地調査責

任者 

嘉数勇也 〃 設計二部/技術員 防災・災害関連の現地調査員 

 

(5) 現地調査工程 

 

第１回現地調査 

2016/8/21(日)移動：成田/オークランド 18:30～8:10+1NZ090 

・終日移動(中西、山口、内藤) 
2016/8/22(月)移動：オークランド/アピア 115:30～20:25NZ992 

宿泊：サモア(HotelTanoa Tusitala) 

・22:00：チェックイン(中西、山口、内藤) 

2016/8/23(火)：MNRE とのキックオフミーティング、SWA への案件説明及び協力依頼、JICA サモア

支所へ案件説明及びスケジュール確認 

・10:00～11:30：MNRE 訪問(中西、山口、内藤) 

・12:00～12:30：SWA 訪問(中西、山口、内藤) 

・14:00～15:00：JICA サモア支所訪問(中西、山口、内藤) 

・17:00～：各自ホテルにて資料整理など 

2016/8/24(水)：MNRE のステークホルダー・ミーティングに参加、保健省(MOH)へ情報提供依頼、商

業産業労働省(MCIL)へ案件説明、産業調査及び補助制度のヒアリング 

 

移動：那覇/成田 11:50～14:35(大城、徳丸、赤嶺、新城)ANA2158  

成田/オークランド 18:30～8:10+1NZ90(大城、徳丸、赤嶺、新城、塩田、加藤) 

・11:00～12:00：MNRE 訪問(中西、山口、内藤) 

・13:00～13:30：MOH 訪問(中西、山口、内藤) 

・14:00～15:00：MCIL 訪問(中西、山口、内藤) 

・17:00～：各自ホテルにて資料整理など 

・終日移動(大城、徳丸、赤嶺、新城、塩田、加藤) 
2016/8/25(木):IPA へ案件説明及び普及・実証事業への協力依頼、サモア商工会へ案件説明、市場

調査および普及・実証事業への協力依頼、国連開発計画(UNDP)へドナー動向調査及

び連携可能性調査 

 

移動：オークランド/アピア 16:25～21:20VA91(大城、徳丸、赤嶺、新城、塩田、加藤) 

宿泊：サモア(HotelMillenia：大城、徳丸、赤嶺、新城/HotelTanoa Tusitala：塩田、加藤) 

・9:30～10:00：IPA 訪問(中西、山口、内藤) 

・11:00～12:00:サモア商工会訪問(中西、山口、内藤) 

・14:00～15:00：UNDP 訪問(中西、山口、内藤) 

・17:00～：各自ホテルにて資料整理など 

・23:00：チェックイン(大城、徳丸、赤嶺、新城、塩田、加藤) 

2016/8/26(金)：検疫事務所訪問、チームミーティング、MNRE とのミーティング、サイト視察、ラ

ンチセッション、マーケット視察、JICA サモア支所訪問 
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・9:00～9:15：検疫事務所訪問(塩田、加藤) 

・8:45～9:45：チームミーティング(全員) 

・10:00～11:00：MNRE とのミーティング(全員) 

・11:00～12:30：サイト視察(全員) 

・12:30～13:30：ランチセッション(徳丸、赤嶺、新城、加藤、中西、内藤) 

・14:00～14:30：JICA サモア支所訪問(大城、塩田、山口) 

・15:30～16:00：マーケット視察(塩田、加藤) 

・17:00～：各自ホテルにて資料整理など 

2016/8/27(土)：現地ゼネコンヒアリング、サイト調査、Pacific Oil 訪問 

 

移動：アピア/オークランド NZ295(中西、山口、内藤) 

・9:00～10:30：現地ゼネコン訪問(塩田、加藤) 

・9:00～14:00：普及・実証事業候補地の現地視察調査(大城、徳丸、赤嶺、新城、塩田、加藤) 

・15:00～15:15：Pacific Oil 訪問(塩田、加藤) 

・17:00～：各自ホテルにて調査結果等の整理など 

・14:20～17:30：移動(中西、山口、内藤) 

2016/8/28(日)：ウポル島内の河川現地視察調査 

 

移動：オークランド/成田 NZ099(中西、山口、内藤) 

・8:30～15:30：ウポル島中東部の河川現地視察調査(大城、徳丸、赤嶺、新城、塩田、加藤) 

・17:00～：各自ホテルにて調査結果等の整理など 

 

・8:45～16:50：移動(中西、山口、内藤) 

2016/8/29(月)：在サモア日本大使館訪問、鴻池組訪問、STEC 訪問、サモア輸送業者訪問、JICA サ

モア支所訪問、アフリロダム等視察 

・9:00～10:00：在サモア日本大使館訪問(大城、徳丸、塩田、加藤) 

・10:00～11:00：鴻池組サモア事務所訪問(塩田、加藤) 

・11:00～14:00：MNRE 職員とアフリロダム等を視察(大城、徳丸、赤嶺、新城) 

・11:00～12:00：STEC 事務所訪問(塩田、加藤) 

・13:00～13:30：サモア輸送業者訪問(塩田、加藤) 

・15:00～16:00：JICA サモア支所訪問(塩田、加藤) 

・17:00～：各自ホテルにて資料整理など 
2016/8/30(火)：Pacific Oil 訪問、アピアコンクリート訪問、 

移動：アピア/オークランド 14:20～17:30NZ995、宿泊：HotleGatewayAuckland 

・9:00～9:30：Pacific Oil 訪問(大城、塩田、加藤) 

・9:30～10:30：アピアコンクリート訪問(大城、塩田、加藤) 

・14:20～17:30：移動(大城、徳丸、赤嶺、新城、塩田、加藤) 

・18:00：ホテルチェックイン(大城、徳丸、赤嶺、新城、塩田、加藤) 

2016/8/31(水)移動：オークランド/成田 NZ99(大城、徳丸、赤嶺、新城、塩田、加藤)、 

成田/那覇 NH2159(大城、徳丸、赤嶺、新城) 

・6:00～：ホテルチェックアウト(大城、徳丸、赤嶺、新城、塩田、加藤) 

・8:45～16:50：移動(大城、徳丸、赤嶺、新城、塩田、加藤) 

・18:15～21:05：移動(大城、徳丸、赤嶺、新城) 
 



 xix

第 2回現地調査 

2017/1/23(月)：移動 

・終日移動(大城、赤嶺、池村、山中、嘉数) 那覇/羽田 NH460 成田/オークランド NZ94 

・終日移動(塩田)成田/オークランド NZ94 

・終日移動(加藤)タラワ/ナディ FJ231、ナディ/スバ FJ21 

2017/1/24(火):移動、関係機関ヒアリング 

・終日移動(大城、赤嶺、池村、山中、嘉数、塩田) オークランド/アピア NZ990 

・移動 スバ/アピア FJ259、Pacific Oil 訪問(加藤) 

2017/1/25(水)：カウンターパート（MNRE）、JICA および関係政府機関、協力会社訪問 

・MNRE(自然資源環境省)訪問(大城、赤嶺、池村、山中、嘉数、塩田、加藤) 

・JICA サモア支所訪問(大城、赤嶺、池村、山中、嘉数、塩田、加藤) 

・SWA 訪問(赤嶺、池村) 

・BlueBird Construction 訪問(塩田、加藤) 
2017/1/26(木)：普及・実証事業候補地の現地視察調査及び関係政府機関訪問 

・普及・実証事業候補地の現地視察調査(大城、赤嶺、池村、山中、嘉数、塩田、加藤) 

・MCIL(商業産業労働省)訪問(加藤) 

・財務省 SASP 訪問(加藤) 
2017/1/27(金)：関係政府機関、協力会社、日本大使館訪問、移動 

・LTA(陸上交通省)訪問(赤嶺、池村、山中、嘉数) 

・OSMConsultants 訪問(赤嶺、池村、山中、嘉数) 

・在サモア日本大使館訪問(大城、塩田、加藤) 

・移動 アピア/オークランド NZ997(山中、嘉数) 

2017/1/28(土)：河川現地視察調査、移動 

・アピア市周辺 9河川の現地視察調査(大城、赤嶺、池村) 

・移動 オークランド/成田 NZ99 成田/沖縄 NH2159(山中、嘉数) 

2017/1/29(日)：資料整理及びチーム内打合せ 

・資料整理、チーム内打合せ(大城、赤嶺、池村、塩田、加藤) 

2017/1/30(月)：ヤシ農場視察及び関係機関等打合せ 

・MCIL、STEC ココナッツプランテーション視察(大城、赤嶺、池村、塩田、加藤) 

・STEC 打合せ(塩田、加藤) 

・JICA サモア支所帰国前報告(大城、赤嶺、池村) 

・矢崎 EDS サモア株式会社訪問（塩田、加藤） 

2017/1/31(火)：移動：アピア/オークランド NZ995 

・終日移動(大城、赤嶺、池村、塩田、加藤) 

2017/2/1(水)：移動：オークランド/成田 NZ99(大城、赤嶺、池村、塩田、加藤) 

成田/那覇 NH2159(大城、赤嶺、池村) 

・終日移動(大城、赤嶺、池村、山中、嘉数、塩田、加藤) 
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第 3回現地調査(1/2) 

2017/4/16(日)-17(月)：移動 

・終日移動(中西、山口、内藤) NZ090 成田/オークランド NZ992 オークランド/アピア 

2017/4/18(火): カウンターパート(MNRE)及び関係機関ヒアリング 

・MNRE(自然資源環境省)訪問(中西、山口、内藤) 

・SWA 訪問(中西、山口、内藤) 

・MCIL(商業産業労働省)訪問(中西、山口、内藤) 

・PUMA(都市管理局)  (中西、山口、内藤) 

2017/4/19(水)： JICA および関係政府機関、協力会社訪問 

・MOH(保健省)(中西、山口、内藤) 

・JICA サモア支所訪問(中西、山口、内藤) 

・在サモア日本大使館訪問(内藤) 

・IPA 訪問(中西、山口、内藤) 

・Bluebird 建設会社訪問(中西、山口、内藤) 

2017/4/20(木)：普及・実証事業候補地の現地視察調査及び移動 

・普及・実証事業候補地の現地視察調査(中西、山口、内藤) 

・資料整理、チーム内打合せ 

・移動 NZ295 アピア/オークランド  
2017/4/21(金)：帰国 

・帰国 NZ99 オークランド/成田 

 

第 3 回現地調査(2/2) 

2017/6/10(土)-11(日)：移動 

・終日移動(大城、新城、赤嶺) 那覇/成田 ANA2158  NZ090 成田/オークランド  

NZ992 オークランド/アピア 

2017/6/12(月): カウンターパート(MNRE)及び現地ビジネスパートナーとの打合せ 

・MNRE(自然資源環境省)訪問(大城、新城、赤嶺) 

・JICA サモア支所訪問(大城、新城、赤嶺) 

・在サモア日本大使館訪問(大城、新城、赤嶺) 

・Bluebird Construction の Zan 氏とのミーティング(大城、新城、赤嶺) 

2017/6/13(火)：ワークショップ、現地視察及びサンプリング 

・MNRE(自然資源環境省)主催のワークショップ(大城、新城、赤嶺) 

・MNRE/WRD の職員、Fagalii 住民とともに「Fagalii Outlet-5」の沿川に位置する 

Fagalii 村の集落周辺を視察(大城、新城、赤嶺) 

・底質中懸濁物質含有量検査(SPSS)のためのサンプリング(大城、新城、赤嶺) 

2017/6/14(水)：現地ビジネスパートナーとの打合せ及び浄水場視察 

・Blue Bird Construkution の Zan 氏とのミーティング(大城、新城、赤嶺) 

・Tapatapao(タパタパオ)浄水場視察(大城、新城、赤嶺) 

・SWA 市街課バイテレ事務所でアラオア浄水場の濁水に係る打合せ(大城、新城、赤嶺) 

・アラオア浄水場視察(大城、新城、赤嶺) 

2017/4/21(木)-22(金)：帰国 

・JICA サモア支所訪問(大城、新城、赤嶺) 

・帰国 NZ995 アピア/オークランド/NZ099 オークランド/成田 NH2159 成田/那覇 
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第１章 対象国の現状 
1-1 対象国の政治・社会経済状況   

1-1-1 政治状況 

サモアは 1919 年から、ニュージーランドの国際連盟委任統治地域、1945 年からは、国

際連合信託統治地域だったが、1962 年に「西サモア」として独立した。植民地時代を経験

して独立を達成した初めての大洋州島嶼国となった。その後、1997 年に国名が現在のサモ

ア国(以下、「サモア」という。) に変更された。 

政治状況は、伝統的なサモア文化的要素を持つ独自の議会制民主制を採用しており、サ

モア元首と普通選挙によって選出される一院制議会が憲法で規定されている。議員定数は

49 名、任期は 5年である。49 名のうち、47 名は伝統的村落にもとづく選挙区において直

接公選される。2 名は、非サモア系国民や部分的サモア系国民など、いずれの伝統的村落

にも属さない国民によって直接公選されている。 

 国家元首は国会によって選出され、任期は 5 年であり、再任を妨げない。現在の国家元

首は、2007 年 6 月以来、トゥイ・アトゥア・トゥプア・タマセセ・エフィ(His Highness Tui 

Atua Tupua Tamasese Efi)である。複数政党制にもとづく民主政治であるが、1982 年の総

選挙以降は、人権擁護党(HRPP)が圧倒的な多数票を獲得しており、長期一党政権が続いて

いる。トゥイラエパ首相は、1998 年 11 月、首相に就任後、2001 年、2006 年、2011 年の総

選挙で勝利した。首相が他の大臣を指名して、国家元首がこれを任命し、内閣は 12 人で構

成されている。  

外交面では、ニュージーランド及びオーストラリアと緊密な関係を構築しており、南太

平洋地域諸国との関係を重視している。軍隊は保有しておらず、有事の際には、ニュージ

ーランドとの友好条約にもとづいて支援されることになっている。ニュージーランド、ハ

ワイ州及びカリフォルニア州に在住するサモア人の居住者数の合計1(約 25 万人)は、国内

人口(約 18 万人)を上回るレベルである。 

我が国の対サモアへの援助方針については「同国は独立から一貫して親日的であり、こ

れまで国際場裏における我が国の立場や国際機関の選挙での我が国の立候補を支持するな

ど、良好な二国間関係を築いているが、近年、新興ドナーの影響力拡大による我が国の存

在感の相対的な低下が指摘されている。同国の自立的・持続的な発展の後押しと二国間関

係の強化のため、継続的な支援が重要である。」2とされている。 

民族は、サモア人(ポリネシア系)が 90％を占め、その他は欧州系混血、メラネシア系、

中国系、欧州系等で構成されている。 

言語は、サモア語及び英語がともに公用語である。宗教はキリスト教(カトリック、メソ

ジスト、モルモン教等)である。 

 

1-1-2 社会経済状況 

サモアの主要産業は、農業、沿岸漁業及び観光業である。2008 年 9 月に発生したリーマ

ンショック時の経済危機により、海外からの資金流入が減少した。また、2009 年 9 月 29 日

に発生したサモア沖地震で大規模な津波が発生し、ウポル島南部には特に大きな被害をも

たらした。サモアの首都アピアでも 140cm の津波を観測した。サモア、米領サモア及びト

ンガでの死者の数は 140 人に達した。さらに追い討ちをかけるように、2012 年 12 月に発生

したサイクロン・エヴァンがサモアに甚大な被害をもたらした。これらの要因により厳し

い経済情勢が続いており、GDP の 25%近くを占める基幹産業のひとつである観光業は減少し

                                                  
1 ニュージーランド学会資料 
2 外務省ホームページ 
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ている。 

サモアの GDP の成長率の推移は図 1.1 のとおりである。 

 典型的な島嶼国の経済構造であり、国内市場が小規模のため消費財の多くを輸入に頼ら

ざるを得ない状況である。サモアは慢性的な貿易赤字を抱えている反面、海外からの送金、

観光業収入によるサービス・移転収支は大幅な黒字である。国内総人口を超える海外在住

のサモア人からの海外送金が外貨獲得の主たるソースである。 

 労働年齢人口の 2/3 は農業従事者であり、ココナッツ製品(ココナッツオイル、ココナッ

ツクリーム、ココナッツパウダー等)などの農作物が輸出総額の 90%近くを占めている。 

その他の産業は乏しく、生活必需品や食品の多くなどの消費財の多くを輸入に依存して

おり、慢性的な貿易赤字に陥っている。 

主たる貿易相手国としては、輸出は、オーストラリア、米国、米領サモア、トンガであ

り、輸入は、ニュージーランド、フィジー、中国、韓国である。 

サモアの経済指標等は表 1.1 のとおりである。 

 

 

図 1.1 サモアの GDP の成長率の推移   

                   (出典：World Bank Database より調査団が作成) 

   

表 1.1 主要社会・経済指標等 

項目 2013 年 2014 年 2015 年 

人口(万人) 19.0 万人  19.2 万人  19.3 万人  

人口増加率(%) 0.8  0.8  0.7  

栄養不足人口(%)  5.0  5.0 5.0 

GDP(百万 US ドル)  796  800  761  

一人当たりの名目

GDP 

4,197.89(ドル) 4,258.21(ドル) 4,340.92(ドル) 

消費者物価指数 108.57 108.13 109.12 

インフレ率 0.61 -0.41 0.92 

貿易収支 -159.99(百万ドル) -193.60(百万ドル) 440.00(百万ドル) 
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(国際収支ベース、

財) 

対外債務残高 440.91(百万ドル) 451.79(百万ドル) -177.31(百万ドル) 

(出典：IMF World Economic Outlook Database、World Bank、JICA サモア重要指標一覧より調査団が作成) 

 

1-2 対象国の対象分野における開発課題   

サモアの首都アピア（公式データは 2011 年において人口約 3.7 万人、 現在では約 3.8

万人の模様）では、10 給水区のうち 6 給水区、給水人口の 2/3 に対して渓流を水源とする

原水が未処理のまま配水されている。また、都市部の郊外や地方部については、井戸や表

流水の原水が未処理・未消毒のまま供給されており、給水人口の 1/2 は村落が独自で運営

している状態であることがわかった。その結果、3 地区で糞便性大腸菌の検出が確認され、

降水時には汚濁した汚水が給水されるという住民の苦情が発生している。 

ADB 支援のマスタープランによると、主たる水因性疾病は、腸チフス、下痢であるとして

いる。サモア保健省（Ministry of Health：以下、「MOH」という。) は、WHO と共同で水因

性疾病の情報を収集している。サモアにおいて大規模な腸チフスの流行は 1993 年のサイク

ロン後に発生した。有症率は 10 万人あたり 270 件である 3。 

一方、MOH にヒアリングしたところ、サモアにおいて下痢は呼吸疾患に次いで罹患数が多

い状態であり、雨季に多く発生するとのことである。 

 サモアは、沖縄と同じ島嶼地域性を有しており、首都アピアのあるウポル島は面積：

1,125km2(沖縄島の面積：1,207km2)の火山島である。ウポル島には、東西に山脈が走り最

高峰はフィト山の 1100m である。同島は水資源が豊富な反面、サモアの課題である濁水の

発生をはじめとする降水時の土壌等の流出が以下の問題を発生させている。乾季には水源

水量が減少するため断水が発生することがあり、雨季や降水時には濁度が上昇する。 

 濁水状況としては、サモアの濁度基準が原水で 10NTU、浄水池出口で 5NTU であるところ、

タパタパオ西水源やヴァイリマ水源では原水濁度が濁度基準を上回るような 70mm/日の豪

雨が 10 回ほど発生し、アラオア浄水場においては、2013 年に原水濁度で 1,100NTU を観測

した（JICA 都市水道リハビリテーション計画準備調査 2014 年）。さらに、サモアは、濁水

発生の要因となるサイクロンや津波などの災害が多く、1950 年～2004 年の間に 12 度の甚

大なサイクロンの被害をうけている。2009 年には、サモア沖にマグニチュード 8.3 の地震

が発生し、それに伴う津波により、約 20 の村落が壊滅的な被害をうけ、5,000 名以上が被

災した（JICA 無償資金協力「気象観測・災害対策向上計画」事前評価表 2009 年）。 

雨季の濁水は、粗ろ過池の各処理設備では対応できず砂ろ過池まで濁水が到達している。

平成 24 年度政府開発援助海外経済協力事業委託による「案件化調査」（サモア：アピア近

郊に再生可能エネルギーを使った沖縄・宮古島モデル案件化調査）においてアラオア浄水

場における実測値では、1,100NTU という高濁度を記録している。濁水が砂ろ過池に到達す

ると、ろ過砂表面に泥土が堆積し、水を浄化する生物群集にも悪影響が出ている。 

サモア政府はサモア開発戦略(SDS 2012-2016)のなかで、水供給を重点分野のひとつに

掲げており、安全な給水や水源管理に取組んでいる。また、MNRE は、水衛生セクター開発

計画(Water for Life 2012-2016)を発表し、安全な水の供給を重要項目としている。MNRE

との面談においても、濁度低減は安全な水供給のために最も重要であり、今後もさまざま

な対策を実施したいとの意向を確認した。 

 このような背景を踏まえ、本案件に係る開発課題を表 1.2 に整理した。 
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表 1.2 開発課題 

環境改善に係る課題 課題の現状 

・降水時の土壌侵食によって発生する高濃

度濁水による浄水場の取水制限 

写真 1.1 浄水場の取水制限 

・降水時の土壌侵食によって発生する濁水

の河川・海岸域への流出による陸域の生物

多様性の低下、サンゴ礁生態系の攪乱及び

沿岸域の景観悪化 

写真 1.2 濁水流出による環境の悪化 

災害リスク低減に係る課題 課題の現状 

・降水時の土壌侵食によって発生する濁水

の河川・海岸域への土壌堆積による河床上

昇、河口閉塞によってもたらされる浸水被

害発生リスクの増大 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

写真 1.3 河床上昇(ヴァイシガノ川) 

・降水時の土壌侵食によって発生する倒木

によってもたらされる流木の橋梁桁下へ

の集積による橋梁流亡のリスクの増大 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.4 河口閉塞(サイクロン・エヴァン) 

 

 



 5 

 

図 1.2 サモアにおける腸チフスの発生件数の推移 

(出典：MOH(2015 年)) 

 

1-3 対象国の対象分野における開発計画、関連計画、政策（外資政策含む）及び法制度 

サモアは「災害及び危機管理法 2006(Disaster & Emergency Management Act 2006)及び

気候変動法 2006(Climate Change Act 2006)」により、自然災害の低減、環境維持及び気候

変動によるリスクの低減に注力している。また、「サモア国家開発戦略(SDS)」では、社会・

経済の継続的発展のため、気候変動への適応行動計画(NAPA)の実施の重要性を強調してい

る。その他、災害が起こった際の取組み体制としては「Samoa national action plan for 

disaster risk」を策定している。 

2004 年には、「計画・都市管理行動規範 Planning and Urban Management Act」が制定さ

れた。また、2007 年に「国家水資源戦略(NWRS)」が内閣で、2008 年 11 月には国会で承認

され、2009 年 4 月に「水資源管理行動規範(Water Resources Management Act)」が制定さ

れている。  

「サモア国家開発戦略(Strategy for Development of Samoa:SDS) 2012-2016」では、「国

民の生活の質の向上」をビジョンとし、水供給も重点分野のひとつとして掲げられている。 

MNRE は、「水衛生セクター開発計画(Water for Life 2012-2016)」を発表し、SWA では、

都市給水サービスを重点分野として掲げるなど、浄水への関心は高い。 

太平洋地域における気候変動に対する適応(Pacific Adaptation to Climate Change：

PACC)では、当該地域の 14 カ国で実施されるプロジェクトにおいて、島嶼国に共通する脆

弱性への適応力向上を目的とした重要 3項目「水資源管理」「沿岸域管理」「食糧生産・食

糧安保」が挙げられており、サモアは「沿岸域の自然リスクの向上」を PACC の目標に掲げ

ている。 

 

1-3-1 サモアの水分野における関連政策 

 「水資源管理行動規範 Water Resource Management Act 2008」 は、水資源の持続的な管

理と保護を規定する水道プロジェクト等における根拠法である。MNRE は PartIV における所

轄機関として、その権限が規定された。また、SWA による水利用に関する権利及び独立系

水利用の方法についても規定されている。 

SDS 2012-2016 のなかでは、水供給(PRIORITY AREA3: INFRASTRUCTURE SECTOR Key 

Outcome9: Sustainable Access to Safe Drinking Water and Basic Sanitation)が重点分

野のひとつとして掲げられており、安全な給水や水源管理などへの取組みが必要とされて

いる。SDS 2012-2016 における関連政策と主要指標は表 1.3 のとおりである。 
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表 1.3 SDS2012-2016 における水分野の主要指標 

項目 内容 

政策 ・強力であり効果的かつ持続可能な管理システムの強化 

・包括的であり持続可能な水源管理 

・国家水質基準に合致した安心な上水へのアクセス 

・改善された衛生設備及び下水設備へのアクセスの増加 

・排水ネットワークの品質向上 

指標 ・利用者の満足度 

・承認済み及び実施中の流域管理プラン数 

・修繕実施流域面積 

・安全で信頼できる給水へのアクセスが可能な世帯数 

・SWA の給水区域における無収水率 

・水質基準への準拠 

・独立給水区の管理改善 

・衛生設備へアクセスが可能な世帯数 

・上下水道のコストリカバリー 

 

サモア国民の健康と水由来の罹患率を抑制するためには、安全で信頼できる飲み水への

アクセスが重要であり、SDS 2012-2016 では、衛生や排水ネットワークの改善が不可欠であ

るとされている。 

MNRE は、2012 年 6 月 Water for Life-Water & Sanitation Sector Plan 2012-2016 を発

行した。これでは、給水に関する指標が 8項目、水質に関しての指標は 2項目に分類され、

それぞれに関して年度ごとに達成目標値が設定されている。例えば、給水サービスでは、

安全で安価な浄水給水へのアクセス増加として、給水率目標を 2010 年度の 76%から、2016

年までに 88%まで引き上げる。また、水質については、水因性疾患に関する報告書作成回数

を 2010 年度の年 3回から 2016 年までに毎月作成するという目標が設定されている。 

提案事業に関連する法律、規制は表 1.4 のとおりである。 

 

表 1.4 提案事業に関連する法律、規制 

No. 名称 

１ Water Resources Management Act 2008 (水資源管理行動規範) 

2  Samoa Codes of Environmental Practice (MNRE, 2006)  

3 Samoa Water Authority Act 2003 (SWA 行動規範 2003) 

4 
Samoa Water Authority Sewerage and Wastewater Regulations 2009 

(SWA 下水道と廃水規則 2009) 

5 
Public Bodies (Performance and Accountability) Act 2001 

(公共事業体 パフォーマンスとアカウンタビリティ 行動規範 2001) 

6 Water Resource Management Act 2008(水資源管理行動規範 2008)  

7 Samoa National Drinking Water Standards 2008(サモア国飲料水基準 2008) 

8 Trade Waste Policy 2011(廃棄物貿易政策 2011) 

9 Waste Management Act 2010 (廃棄物管理規範 2010) 

10 
Planning and Urban Management (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007(EIA

法 2007) 

                        (出典: Samoa Water Authority, Corporate Plan などにもとづき調査団が作成） 
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1-4  対象国の対象分野における ODA 事業の先行事例分析及び他ドナーの分析 

1-4-1 日本の ODA 事業 

日本の経済協力は、2014 年までの累計3で(1)有償資金協力 45.98 億円、(2)無償資金協力

277.94 億円、(3)技術協力 132.41 億円となっている。 

外務省が公表している国別開発協力方針(ODA/2016 年 4 月)によると、開発課題 1-2 気候

変動対策における防災プログラムとして、自然災害による被害の最小限化を目的に気象局

を中心とした気候予報官の能力強化のための研修並びにコミュニティレベルの防災及び災

害対策能力を向上させ、サイクロン・地震・津波等に対する早期警戒網と対処体制の構築

を支援するとしている。また、太平洋島嶼国リーダー教育支援プログラム(Pacific-LEADS)  

を 2015 年度より実施中である。 

2015 年 5 月に開催された「第 7回太平洋・島サミット」では、大洋州島嶼国の優先課題

の解決に向け、継続的かつ一貫した取組みが必要であり、今後 3年間、①防災、②気候変

動、③環境、④人的交流、⑤持続可能な開発、⑥海洋・漁業、⑦貿易・投資・観光の 7つ

の分野に焦点をあて、協力を進めていくことが決定された。 

日本は大洋州島嶼国の自立的発展を促進するための協力として、今後 3年間で 550 億円

以上の支援を提供していく予定である。また、それと同時に 4000 人の人づくり・交流支援

にも力を入れると表明している。これによって、サモア水道事業運営(宮古島モデル)支援

協力(草の根技術協力 2010年 4月から2013年 3月)並びに地方給水向上(草の根無償 2006

年 4 月から 2008 年 3 月)が実施されたほか、アラオア浄水場の建設等の支援が実施されて

いる。 

 その他、サモア国を含む大洋州地域の数か国を対象に、安全な水道水の安定的供給実現

のための水道施設維持管理能力向上を目的とした「緩速ろ過を使用した上水道の管理技術

研修(草の根技術協力事業：2006-2009 年)」が実施されるとともに、水資源の保全管理及び

効率的利用に関する知見の移転を目的とした「島嶼における水資源保全管理(課題別研修：

2010 年～2012 年)」も実施された。また、現在、サモア国を対象に浄水技術の向上、 雨季

の濁水対策、漏水対策のための研修及び専門家派遣を行う「サモア水道事業運営(宮古島モ

デル)支援協力(草の根技術協力事業：2010-2013 年)」が、沖縄県宮古島市の協力を得て 2019

年まで実施される予定である。 

 さらに、原水のまま給水されている首都アピアの 3 つの給水区を対象とした、取水設備

の改善、浄水場、導水管、送配水施設等の建設を行うことにより、浄水処理された安全な

水の安定供給を図り、同地区の衛生事情の改善に寄与することを目的とする「都市水道改

善計画 (Project for Improvement of Urban Untreated Water Supply Schemes)」、アピア

住民に安全な水が安定的に供給されることを目的とした「沖縄連携によるサモア水道公社

維持管理能力強化プロジェクト(Capacity Enhancement Project for amoa Water Authority 

in Cooperation with Okinawa)」が実施中である。これらの事業の実施により、漏水率及び

無収水率の低減、水質、水圧などの改善が図られる計画となっている。 

また、提案事業は、サモア政府の開発政策の柱である「サモア開発戦略(SDS 2012–2016)」

及び「セクター開発計画(Water for Life 2012-2016)」において重点項目とされている『安

全な給水や水源管理に資する』ものであり、政府の開発政策に合致している。 

提案事業は、侵食防止及び濁水のろ過などによる「環境改善」及び「災害リスク低減」

を目的としていることから、我が国の援助方針・支援内容や太平洋・島サミットにおける

気候変動及び環境面の優先課題にも合致しているといえる。 

 

                                                  
3 外務省ホームページ 
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表 1.5 関連する日本の ODA 事業 

草の根技術協力事業 サモア水道事業運営(宮古島モデル)支援協力 

実施期間 2010 年 4 月-2013 年 3 月 

相手国機関名 サモア水道公社(SWA) 

日本側協力機関名 宮古島市 

主たる特徴 微生物によるエコロジカルかつ安価で維持管理が可能となる生

物浄化法(緩速ろ過法)の導入。 

その他 SWA 管理職員に当該後方を紹介するとともに、研修員の沖縄への

受入れを実施することで、技術移転に貢献。 

無償資金協力 都市水道改善計画 

実施期間 2014 年 2 月-2017 年 7 月 

相手国機関名 SWA(サモア水道公社) 

日本側協力機関名 八千代エンジニヤリング㈱、㈱鴻池組 

主たる特徴 取水設備の改善、浄水場(2 か所 1,810 ㎥/日及び 1,440 ㎥/日)

送水ポンプ、減圧施設、配水池の建設、導水・送配水管(40.3km)

の敷設、水道メーターの設置 。 

その他 総事業費 約 18.44 億円(概算協力額(日本側):18.31 億円、当国

側:0.13 億円)  

課題別研修 大洋州島嶼国における水資源管理・水道事業運営研修 

実施期間 2013 年 7 月-2013 年 8 月 

相手国機関名 

(参加国) 

パプアニューギニア、フィジー、バヌアツ、サモア、クック諸島 

日本側協力機関名 沖縄県企業局 

主たる特徴 沖縄県及び宮古島市などの自治体が実施してきた水資源の保全

と管理に係る経験やノウハウ、政策などを講義するとともに現地

に施設を設置。島嶼国水管理行政担当者のキャパシティデベロッ

プメントに貢献。 

技術協力プロジェクト 沖縄連携によるサモア水道公社維持管理能力強化プロジェクト 

実施期間 2014 年 8 月-2019 年 7 月 

相手国機関名 SWA(サモア水道公社) 

日本側協力機関名 沖縄県及び宮古島市など 

主たる特徴 アラオア給水区において、無収水対策、水質管理及び浄水場管

理に係る SWA 能力強化を行うことにより、プロジェクト対象地

区における安全かつ 安定的な給水を図り、アピア全体へ安全か

つ安定的な給水に貢献。 

 

 

1-4-2 他ドナーの事業 

サモアの水分野に対する他の主たるドナーは、EU、世界銀行(WB)、アジア開発銀行(ADB)、

ニュージーランド国際援助開発庁(NZAid)及びオーストラリア外務貿易省(DFAT；AusAID は

2013 年 11 月に DFAT へ併合)である。他ドナーの事業概要を表 1.6 に示す。 
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表 1.6 他ドナーの事業概要 

事業名 Rural Water Supply Project 4 

実施期間 2000 年-2003 年 

事業の実施体制 EU、SWA 

主たる特徴 
浄水場の設備導入や給水池への堰建設(プロジェクト予算:1,573 千ユ

ーロ)。 

事業名 Project Design Assistance 

実施期間 2005 年-2006 年  

事業の実施体制 EU、SWA 

主たる特徴 浄水場の設備導入や給水池への堰建設。 

事業名 Assist with Tsunami Reconstruction5 

実施期間 2009 年 

事業の実施体制 WB 

主たる特徴 2009 年、サモア地震とともに起きた津波による被害の復興支援。主に

インフラ設備の再構築を支援。 

事業名 Falelima Village Water Supply6 

実施期間 2011 年 

事業の実施体制 NZG 

主たる特徴 飲むことができる水道水の普及と基本的な公衆衛生(プロジェクト予

算：108 千 US ドル)。 

事業名 Water Treatment Plant Installation Vailele Scheme 

実施期間 2013 年  

事業の実施体制 EU、SWA 

主たる特徴 浄水場の設備導入や給水池への堰建設。 

事業名 Samoa Post-disaster Needs Assessment Cyclone Evan 2012 

実施期間 2012 年  

事業の実施体制 WB 

主たる特徴 
サモアに甚大な被害をもたらした 2012 年のサイクロン・エヴァンによ

る被害後のニーズアセスメントの実施。 

事業名 
Integrated Apia Master Plan for Water Supply, Sanitation and 

Drainage (2010)7 

実施期間 2010 年  

事業の実施体制 ADB 

主たる特徴 
アピアにおける給水、公衆衛生及び排水についてのマスタープランの

策定(プロジェクト予算:600 千米ドル)。 

事業名 Samoa Drainage and Sanitation 

実施期間 2006 年 11 月-2011 年 6 月 

事業の実施体制 ADB 

                                                  
4 https://www.uts.edu.au/sites/default/files/ISF_SamoaWASH.pdf 
5 http://water.worldbank.org/news/world-bank-assist-tsunami-reconstruction-samoa 
6 http://www.openaiddata.org/purpose/880/140/820/ 
7 http://www.adb.org/projects/41213-012/details  
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主たる特徴 
アピア中央部における下水道システムを中心とした公衆衛生改善を図

る技術協力プロジェクトを実施(プロジェクト予算：8,400 千米ドル)。 

事業名 Samoa Post-disaster Needs Assessment Cyclone Evan 

実施期間 2012 年  

事業の実施体制 NZAid 及び(旧)AusAID 

主たる特徴 

NZAid 及 AusAID の両者で Samoa In Country  Program8を実施 

AusAid は災害復興支援のための資金提供や組織強化(洪水に関する専

門家派遣の実績あり)を目的とした支援を実施。AusAID の支援で SWA

組織強化プロジェクトも実施(プロジェクト予算：約 3,000 千米ドル)。 

事業名 Agreement for US＄22.7 million in Water and Sanitation9 

実施期間 2016 年 

事業の実施体制 EU 

主たる特徴 上下水道の発展を目指す政策の経済的支援(支援額：2270 万 US ドル)。 

 

1-5 対象国のビジネス環境の分析 

1-5-1  投資環境について 

 サモアは、世界銀行が作成した「ビジネスがしやすい国総合ランキング(2016 年)10」にお

ける起業しやすいランキングでは、起業に必要な手続きが煩雑であり、会社設立までの日

数が最低 73 日必要であることから、96 位と低迷している(トンガ 78 位、フィジー88 位)。  

サモアでは、2008 年に制定された新会社法によって標準化モデルが策定され、弁護士の

使用を任意にした。これらによって、事業開始のコストが 4％、必要な日数が 7日短縮され、

比較的起業がしやすくなった(世界ランキングで 39 位)。しかし、建築許可を得るための平

均日数は 62 日間と長い。、また、破産手続きなどに費やす時間が平均で 2 年要する。さら

に、輸出手続きが煩雑であるなどのマイナス要因がある。また、サモアには経済特区は存

在していない。日本との間には 2013 年 6 月に、「租税に関する情報の交換のための日本国

政府とサモア独立国政府との間の協定」の署名が行われた。これにより、国際的な脱税及

び租税回避行為の防止が図られている。なお、サモアと日本との間での租税条約はない(オ

ーストラリア、ニュージーランド、フィジーとは締結済み)。 

事業開始にあたっての諸手続きなどは以下のとおりである。 

(1) 投資奨励 

 商工労働省が窓口となり外国投資の促進を行っており、2000 年に外国投資法（2000, No.3 

Foreign Investment11）が制定された。この法令は、サモアで企業を設立するすべての外国

人が商工省に対し外国投資証明書のための申請書の提出を義務付けている。外国人投資家

は、外国人投資証書を保有しなくてはならない。また、外国人投資家は、事業許可証と首

相府内閣府の労働許可証を申請することができる。しかし、外国投資企業は、登録日から 2

年以内に事業を立上げなければならない。 

 サモア政府は、総じて外国資本の投資を歓迎しており、内国法人と外資の法人税も 27%

と同率にしている。また、減価償却の早期償却を認めている(工場の機械設備の 3年償却な

ど)。そのため、提案事業においては、工場の機械設備の早期償却を受けられる可能性が高

い。商工労働省は投資ガイドを発刊しており、以下の声明を行っている。 

                                                  
8 http://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/SAMOA_PDNA_Cyclone_Evan_2012.pdf 
9 Agreement for US＄22.7 million in Water and Sanitation 
10 http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf 
11 http://www.palemene.ws/new/wp-content/uploads//01.Acts/Acts%202000/Foreign_Investment_Act_2000_-_Eng.pdf 
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サモア政府は、外国及び地方投資を促進するために以下を提供する。 

1.強い社会的、文化的構造と価値観にもとづく安定した政治システム 

2.英語によるコミュニケーション能力の向上、訓練された生産的で産業的に適応可能な

労働力 

3.競争的賃金率 

4.資本と利益の自由な本国送還。 

5.十分に開発された合理的な価格の交通インフラ、電気通信、給水、電気の提供 

 6.貿易協定などへの参加促進（貿易協定：South Pacific Regional Trade & Economic 

Cooperation Agreement (SPARTECA- New Zealand & Australia)など） 

7.世界貿易機関(WTO)加盟国 

8.魅力的な産業奨励パッケージの提供 

9.インフレ率が低く安定した金融環境予算と国際準備金。 

10.相対的に低い法人税および所得税  

11.快適で安全なライフスタイル 

 

(2)会社設立について 

 サモアでの事業形態には、会社、共同経営、個人経営がある。外国人投資家は、これら

の 3つの形態のいずれかを選択することが可能である。サモアにおいて会社を設立する場

合には、オンラインで会社レジストリを行う、Online Samoa Company Registry12(website

のアドレスは 2017 年 5 月に脚注のアドレスに変更された)を通じて、既存の企業の情報を

確認することができる。また、この電子レジストリを通じて、新しい会社の設立が行われ

ている。各社には少なくとも 1人のディレクター、1株及び 1株主が必要である。 

 外国人の土地取得は認められていないため、土地の使用はリース契約となる。また、す

べてのリース契約は土地調査環境局に登録しなければならない。賃貸可能な政府の土地の

データベースは MNRE が管理している。市街地内及び周辺の土地は、土地の市場価値に応じ

た 10 年間のリース（10 年更新の権利付）によって賃貸料が決定される。中心部から 25〜

30km 離れた政府保有の土地については、20 年のリース期間もある。 

 サモア住民以外の労働者の雇用には労働許可証の取得が必要である。これが許可される

のは、現地で必要な熟練労働者が得られない場合に限られる。しかし、経験のある外国人

マネージャーまたは外国人技術者に関しては許可されているのが通例である。なお、サモ

ア人の労働許可証の取得申請については現地企業が行わなければならない。 

提案事業においては、現地パートナー企業との合弁事業を想定しているが、仮に単独で

実施する際にも、工場の敷地に関しては、10 年もしくは 20 年のリース契約が必要である。 

 

(3)投資禁止事業について 

 2011年の外国投資改正法における、制限された事業活動 セクション4(1)iii13において、

建築、プロフェッショナルエンジニアリング、一般建設、下水道、ゴミ処理、公衆衛生に

ついては、外国人投資家はサモアの現地パートナーとの合弁事業を設立しなければならな

いと規定されている。 

提案事業に関しては、現地パートナー企業との合弁事業を想定しているが、仮に単独で

実施する際にも制限された事業活動には該当しない。 

                                                  
12https://www.businessregistries.gov.ws. 
13 http://www.companies.gov.ws/how-to-register-a-company/foreign-investment-reservedrestricted-activities/ 
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1-5-2  環境影響評価について 

河川の開発を伴う水道プロジェクトを実施する場合には、環境影響評価(EIA)Regulation 

2007 にもとづき、環境影響評価報告書(CEAR)もしくは、簡易環境評価報告書 (PEAR)を策定

し、PUMA(都市管理局)に提出しなければならない。また、事業の実施時には、Planning and 

Urban Management Act 2004 にもとづく開発同意申請書(DCA)を提出し、Development Consent

を事前に取得しておかなければならない。 

PEAR は開発事業の環境への影響が小さい場合に必要であり、影響が大きいと想定される

場合には CEAR の作成が必要である。  

PUMA は事業者から提出された申請書及び関連活動等にもとづき、表 1.7 に示した負荷の

影響を勘案し、EIA の要求内容を決定する。  

 

表 1.7 EIA 基準 

No. 対象となる項目 

1 周辺住民及び既存の活動、建物、土地の状態 

2 生態系、社会的・文化的な重要性 

3 自然災害リスク 

4 沿岸域の状態 

5 水路や帯水層の状態 

6 汚染物質の排出の程度 

7 土地の安定性、沿岸域の浸水、洪水の程度 

8 景観及び快適性 

9 公共インフラの状態 

10 交通、輸送の状態 

11 その他の事項 

 

提案事業は天然ヤシ繊維を素材とした製品の多目的利活用による侵食防止、濁度低減な

どを目的としており、化学薬品などは使用せず、濁水処理後の排水も発生しない。提案事

業の工事自体も提案製品を河川に設置することが主たる内容であるため、環境への負荷は

ほとんどない。 

普及・実証事業について PUMA に説明を行ったところ、CEAR は必要なく、PEAR の提出並

びに環境管理計画 EMP (Environmental Manage Plan)及び Planning and Urban Management 

Act 2004 にもとづく開発同意申請書(DCA)の提出が必要であることを確認した。 

MNRE と事前協議を行った結果、CEAR ではなく PEAR の提出が必要であろうとのコメント

を得た。PEAR 提出に関しては現地の建設会社とともに提案事業者が書類を作成することに

なる。本調査団は以前に PEAR を作成したが、手続きは複雑ではなかった。なお、PEAR 取得

のために必要な期間は 1〜2ヶ月程度である。また、提案事業による住民移転や、土地利用・

水域利用が変化して住民の生活に悪影響を及ぼすおそれもないと考えられる。ろ過設備に

おける提案製品の機能が低下した場合には、提案製品の交換などが必要になる。しかし、

使用済みとなった当該製品は生分解性であることから、廃棄物としてではなく、植栽基盤

材、マルチング材としての再利用が可能である。 

1-5-3  税制について 

サモアにおける主な税は表 1.8 のとおりである。 

提案事業におけるサモアの主な関連税制は、法人税及び所得税であり、日本との租税条

約は締結されていない。 
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表 1.8 サモアの主な税 

種類 概要 

所得税 最高税率 27％(累進課税)。給与、賞与、手当など。 

所得税法 2012 の 9 条にもとづき課税。 

法人税 27％ 

居住者は、課税所得で 27％の税率が課税され、非居住者はサモア

で実施された事業に由来する課税所得に対して 27％の税率が課税

される。法人税率は 29％であったが、2007 年 1 月 1日から 27％に

減額されている。 

キャピタルゲイン税 2007 年 1 月 1日から最高所得税率を 27％に下げることにより、3

年以内に売却された資本資産の処分に起因した利益に関する税

(キャピタルゲイン税)も30％から27％に減額された(3年以上にわ

たり保有されている資産の処分については本税が免除される)。 

付加価値サービス税 付加価値税率は一律 15％(2006 年 10 月 1 日以降適用)。 

間接税 嗜好品、高級品などに対しては間接税を徴収する。 

                          (出典：サモア商工労働省資料より調査団が作成) 

1-5-4 関税について 

 2008 年関税改正法のコード 121 は、国内事業をさらに発展させるための政府の援助プロ

グラムのひとつである。 

これは商業用家禽農家、商業用農産物メーカー、品質を効果的に製造する手工芸品の製

造業者などが対象であり、競争力のある製品を国内外市場に提供することを目的としてい

る。海外から輸入された原材料及びその他の特定の材料の輸入関税 8％を 0へ削減する措置

が援助プログラムの柱である。 

提案事業のビジネス展開時点においては、コード 121 に該当する場合には減税されるこ

とを確認した。 

なお、これに該当するための要件としては、「商工会議所で承認された企業によって輸入

される年間売上高が 130,000 ドルを超える事業者のために輸入され使用されること」など

が挙げられている。2007 年(セクション 163A 及び税関、観光及び製造業の開発規則 2010）

では、主として、観光産業及び製造業における関税免除が規定されている。 
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第２章 提案企業の製品・技術の活用可能性及び海外事業展開
の方針 

2-1 提案企業及び活用が見込まれる製品・技術の特長 

(1)事業の背景 

提案企業が所在する沖縄県では、昭和 47 年(1972 年)の日本復帰後から急速な社会資本整

備等による開発が行われ、沿岸域への大量の赤土等流出により、景観の悪化、サンゴ礁生

態系(サンゴ、マングローブ、藻場、干潟など)が攪乱された。赤土等の流出は環境問題に

止まらず、県の基幹産業である観光産業、水産業など県経済に大きなダメージを与え社会

問題に発展した(環境省は沖縄県のサンゴ礁生態系の経済的価値を少なくとも年間、観光・

レクリエーション：2,324 億円、漁業（商業用海産物）：105 億円、海岸防護機能：75.2～

839 億円と推定)。 

また、河川・海岸域への赤土等の堆積によってもたらされる河床上昇、河口閉塞などに

よる河川氾濫により、浸水被害発生のリスクも増大している。 

県はこの事態を深刻に受け止め、平成 7年に「沖縄県赤土等流出防止条例」を制定した。

さらに、同年には「赤土等流出防止対策技術指針(案)」を、また、内閣府沖縄総合事務局

は平成 13 年に「赤土等流出防止対策マニュアル(案)」を策定し、県と国が一体となって赤

土等流出防止対策に取組んでいる。このような背景から、提案製品は沖縄の赤土等流出に

よる沿岸域の環境改善を図る目的で平成 10 年に開発された。写真 2.1 は沖縄の赤土等(濁

水)流出の状況とサモアの土壌(濁水)流出の状況である。現在、サモアにおいても沿岸域へ

の土壌(濁水)の流出により、沖縄と同様の事態が発生している。 

赤土等の流出機構は以下のとおりである。サモアにおいても赤土等流出と同様な機構に

よって土壌流出が起こっていると推測される。 

 

 赤土等(濁水)流出の状況 

沖 
縄 

         

沿岸域の原風景        河川からの赤土等の流出        沿岸域の環境悪化 

 土壌(濁水)流出の状況 

サ 

モ 

ア 

         

沿岸域の原風景         河川からの土壌の流出        沿岸域の環境悪化 

写真 2.1 沖縄の赤土等(濁水)流出の状況とサモアの土壌(濁水)流出の状況 

 

侵食 流出 

侵食 流出 
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（出典：沖縄県赤土等流出防止対策基本計画／沖縄県／平成 25 年 9 月） 
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(2)サモアの課題 

サモアは、大洋に囲まれた島嶼国で、近年頻発する大型サイクロンや、気候変動に伴う

災害リスクに直面しており、災害に強い国土形成が求められている。また、洪水時の土壌

及び流木の流出をはじめ、森林伐採等による原生林の減少、生物多様性の低下に繋がる固

有種の個体数減少、廃棄物問題等が深刻化しており、環境保全と両立した社会・経済開発

が望まれる。これらの開発課題のなかから、沖縄県でも社会問題となった降水時の土壌流

出に伴う濁水の発生・流出をサモアの課題として捉え、沖縄を含む日本各地で成果を上げ

た提案技術の濁水処理対策による「環境改善」及び「災害リスク低減」についての可能性

調査を実施した。 

 

(3)提案技術の概要と上記課題への対応可能性 

 提案技術は、天然ヤシ繊維を円筒状に形成した製品であるバイオログフィルター(図 2.1)

を河岸、河床などに設置して侵食防止及び濁水のろ過などにより、「環境改善」及び「災害

リスク低減」を図るものである。サモアにおいても、日本国内で多くの実績を有する提案

製品の多目的利活用により、サモアの開発課題への対応が期待できる。 

 

 

ヤシの実を採取 

 

  ヤシ殻から繊維を抽出 

 

  ヤシ繊維を加工 

図 2.1 天然ヤシ繊維 100%の提案製品「バイオログフィルター」 

 
2-1-1 製品・技術の価格 

 ヤシ繊維により濁水中の土粒子を効果的に捕捉する提案製品は、日本各地で「環境改善」

及び「災害リスク低減」を図る製品として、写真 2.2 のように多目的に利活用されている。  

直近の事例としては、「沖縄砂利採取事業協同組合」の敷地内において、海砂利を洗浄した

後に発生する濁水のろ過材として使用されている(写真 2.3～2.4)。 

当該製品の技術的特長等は表 2.1 のとおりである。 
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斜面などの侵食防止 

 

河川護岸 

 

河川の濁水処理 

 

渓流の流木捕足 

 

排水路の濁水処理 

 

河川工事の濁水処理 

 

プラントの濁水処理 

 

造成工事の濁水処理 

写真 2.2 提案製品の施工事例 
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写真 2.3(1/2) 敷地内の状況          写真 2.3(2/2) 敷地内の状況 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.4(1/2) 濁水処理の状況       写真 2.4(2/2) 濁水処理の状況 

 

 
表 2.1 提案製品の特長、スペック、価格等 

項 目 内  容 

侵食防止及び濁

水のろ過による

濁度低減効果 

ヤシ繊維によるマルチングにより降水等による土壌侵食を防止。また、

ヤシ繊維により濁水中の土粒子を効果的に捕捉。提案製品の設置面積

と列数により目標とする濁度低減値の設定が可能(平均濁度低減率：

55%(低減率の内訳：フィルターろ過 45%＋自然沈降 10%)。 

施工性 流木が大量に流下する渓流・河川、流量・流速が大きな河川など環境

条件の厳しい箇所への設置以外は人力施工が可能で施工性に優れる。 

環境への配慮 グリーン購入ネットワーク「エコ商品ねっと」掲載製品。生分解性製

品。カーボンオフセットの実施(提案製品はフィリピンで生産してお

り、その製造・輸送の際に発生する CO2 は、クリーンエネルギー事業

や植林・森林保全事業への資金提供によりオフセット(カーボンオフセ

ット量：2m=6.88Kg/CO2/本)している)。 

維持管理 仮設工(造成工事等の濁水処理における沈砂池のろ過材、プラントの濁

水処理のろ過材など)として使用する場合、特に沖縄県では 200ppm 以

下の濁度で放流することが条例で義務付けられていることから、提案

汚水 

3 次処理水（放流） 

2 次処理水↑  

1 次処理水↑ 

汚水 ↑ 

1 次処理水 2 次処理水 
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製品の交換期間は通常 3～6 ヶ月程度(洗浄を行えば機能が回復し長期

使用が可能)。河川の濁水処理として堰、水制工などの工作物に使用す

る場合の交換期間は不定期。侵食防止材、護岸として使用する場合の

交換は不要。なお、サモアにおいてろ過材として使用する際の維持管

理方法については、普及・実証事業を通して確立していくこととする。 

リサイクル 使用後の製品は侵食防止材、護岸、植生基盤材等として再利用可能。 

寸法・重量・価格 L:2m/本、φ:30cm/本、重さ:15kg/本、15 千円/本(国内参考価格) 

 

2-1-2 国内外の販売実績 

件数：2,500 件以上。売上高：累計 10 億円以上。主要取引先：国交省、農水省、水資源

機構、NEXCO、沖縄総合事務局、沖縄県を含む各都道府県等。海外での販売実績はない。 

 

2-1-3 競合他社製品と比べた比較優位性 

国内でヤシ繊維を活用した侵食防止材、植生基盤材などを製造・販売する企業は存在す

る。しかし、工法特許/特許(第 3679968 号、新技術情報提供システム NETIS 登録番号

QS-100035-V)により、濁水のろ過までを兼ね備えたヤシ繊維製品は、提案製品のみである。

提案製品の販売は 1999 年に開始し、国内の販売件数は 2,000 件以上ある。その間に積み上

げてきた実績から、フィルターとして使用するヤシ繊維の充填量など、独自の技術より他

社との差別化を図っている。現地調査時に、行政機関、民間企業などに類似製品の存在に

ついてヒアリングを行ったが、競合他社の類似製品の存在は確認できなかった。提案製品

の濁水対策工法としての比較は表 2.2 のとおりである。 

 

表 2.2 濁水対策工法の比較 

項目 提案製品 粗 朶 濁水プラント 

評価 ・環境への影響がない。 
・人力施工が可能。 
・ろ過材と施工費のみで、
通常 3～6 ヶ月は交換不
要のため、経済性に優れ
る。 

・平均濁度低減率は約 55%。 
 

・環境への影響がない。 
・人力施工が可能である
が、特殊技能を要する。 

・ろ過材と施工費のみのた
め経済性に優れるが、設
置規模が大きくなると
不経済になる。 

・濁度低減効果が不安定。 

・薬品によっては環境への
影響が懸念される。 

・重機による設置が必要な
ため施工性に劣る。 

・イニシャルコスト、ラン
ニングコストとも高価。 

・機械処理のため濁度低減
効果は安定している。 

判定 ◎ △ ○ 

写真 
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2-2  提案企業の事業展開における海外進出の位置づけ 

沖縄県内の建設関連企業等の海外展開など、グローバル化への取組みを支援することに

より、沖縄県の島嶼性や亜熱帯性など沖縄の地域特性に対応した建設技術等の海外への販

売・展開及びそれらを担う人材の育成を促進し、県内建設産業の振興に資することを目的

として、平成 25 年に沖縄県土木建築部が実施した「沖縄建設産業グローバル化推進事業」

への応募が提案企業の海外進出の動機となった。 

 提案企業は、提案製品の販路拡大による増収増益を海外進出の目的としている。 

㈱南西環境研究所は、海外事業を主業務のひとつとして位置づけ、開発コンサルタント

等を招聘し海外進出に向けた勉強会を開催するなど、在日米軍業務で実績のあるスタッフ

の強化を図り、海外業務に特化した部署を立上げ、県内外のメーカーとの協働により JICA

事業などを通して島嶼県として蓄積された沖縄特有のインフラ整備技術を大洋州島嶼国に

展開する。 

 また、㈱ウエスコットウエストも、海外事業を主業務のひとつとして位置づけ、日本国

内に存在しない技術や製品を海外より輸入し、これらを国内に普及させるとともに、地域

環境に適応した製品の開発・改良を行い、国内で培った製品並びにその技術を海外に向け

て普及・販売させていく。 

 

2-3  提案企業の海外進出による我が国地域経済への貢献 

今後の提案企業の活動が ODA 案件化及び海外事業展開へと発展した場合、沖縄特有のイ

ンフラ整備技術が大洋州島嶼国の課題解決に貢献した実例となる。 

また、県民の参画と協働のもとに、将来(おおむね 2030 年)のあるべき沖縄の姿を描き、

その実現に向けた取組みの方向性と、県民や行政の役割などを明らかにする基本構想「沖

縄 21 世紀ビジョン」で掲げた将来像のひとつである「世界に開かれた交流と共生の島」の

実現でもある。 

本成果は沖縄の建設技術を海外へ販売・展開する推進力となり、県内建設関連企業の JICA

事業などへの参入増加や雇用の創出にもつながると考える。 

直近の事例としては、提案企業は、2016 年 12 月 22 日に琉球大学で開催された「第 10 回

防災・環境シンポジウム/主催：琉球大学島嶼防災研究センター、共催：(一社)沖縄県測量

建設コンサルタンツ協会、後援：琉球新報社、沖縄タイムス社、NHK 沖縄放送局、沖縄テレ

ビ放送株式会社、琉球放送株式会社、琉球朝日放送株式会社」において「サモア独立国に

おける環境保全及び防災・減災計画」についての発表を行い(写真 2.5)、沖縄の知見が大洋

州島嶼国で活用できることをアピールした。 

さらに、2017 年 2 月 2日に那覇市内のパレット市民劇場で開催された「沖縄建設産業グ

ローバル化シンポジウム/主催：沖縄県土木建築部」では、県が実施した「沖縄建設産業グ

ローバル化推進事業」を活用してJICAの案件を受注した企業として紹介された(写真2.6)。 

また、提案製品を用いた濁水処理は広義の水ビジネスともいえる。 

現在、世界の水ビジネス市場は、2025 年に現在の 1.7 倍の 100 兆円規模になると予測さ

れている。我が国も 2010 年 6 月に策定した「新成長戦略」のほか、2012 年 7 月に策定した

「日本再生戦略」のなかの「アジア太平洋戦略」において、水分野をパッケージ型インフ

ラ海外展開における重要分野として位置付けている。このような背景から、水関連企業な

どは水事業の海外展開を目指して取組みを進めている。今後、県内の水関連企業において

も、市場の開拓、新規事業への参入、新製品の開発等の事業活動が活発化していくものと

推測される。地元人材の有効活用は技術者の活動領域を広げ、各自治体で取組みが進めら

れている地域創生(まち・ひと・しごと創生)にも貢献すると考えている。 
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沖縄 21 世紀ビジョンに掲げられた「将来像 4 世界に開かれた交流と共生の島」 

 

 

 

 
 

写真 2.5 第 10 回防災・環境シンポジウム 

 

 

 
 

写真 2.6 グローバル化シンポジウム 
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第 3 章 製品・技術に関する調査及び活用可能性の検討結果 
3-1 製品・技術の検証活動（紹介、試用など） 

(1)検証活動状況 

 本調査において、現時点における製品・技術の検証活動を行った面談先一覧（JICA サモ

ア支所、在サモア日本大使館を除く）及び検証活動に使用したサンプル等を表 3.1、写真

3.1～3.2 に示す。また、当該活動の詳細な内容は表 3.2 のとおりである。 

 

表 3.1 面談先一覧 

No. 面談先 備考 

1 MNRE(自然資源環境省)/WRD(水資源局) カウンターパート 

2 MNRE(自然資源環境省)/ PUMA(都市管理局)  

3 SWA(サモア水道公社)  

4 LTA(陸上交通省)  

5 Ministry of Health(保健省)  

6 Ministry of Commerce,Industry, and Labour(商業産業労働省)  

7 SASP(Samoa AgriBusiness Support Project(財務省))  

8 Samoa Chamber of Commerce and Industry(サモア商工会)  

9 United Nations Development Programme(国連開発計画)  

10 Pacific Oil  

11 Patea Setefano、CEO(STEC 事務所)  

12 BBE(Fuimaono Hugo Betham, General manager)  

13 ㈱鴻池組  

14 Apia Concrete Products(アピアコンクリート)  

15 矢崎 EDS サモア㈱  

16 STEC Farm  

17 Bluebird Construction 現地ビジネスパートナー 

18 IPA(Isikuki Punivalu and Associates) 〃 

19 OSM 〃 

 

 

  

      写真 3.1 英語版カタログ         写真 3.2 製品サンプル 
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表 3.2 製品・技術の検証活動 

第１回現地調査 

日付 面談先 面談内容 

2016 年 

8 月 23 日 

MNRE(自然資源環境省)/WRD(水資源局))

 

 

 

・MNRE の Water Resources Division (水

資源局)の責任者である Malaki(マラ

キ)氏以下 WRD の職員が 9名参加。 

キックオフミーティングという形式

で、案件化調査スキーム(普及・実証

事業への道筋も含め)の説明、調査団

の紹介、提案製品の紹介及び今後の事

業展開などについて協議を行った。 

調査団から今後の現地調査における

MNRE 内外の関連機関への紹介、普及・

実証事業候補地の選定作業への協力

を依頼したところ、快諾を得た。 

MNRE/WRD は提案製品・技術への強い

関心と期待を示し、複数のサイトを検

討したいとのことであった。また、WRD

が主催している MNRE/WRD 以外の水に

係るステークホルダー・ミーティング

が翌日開催されるとのことで、本ミー

ティングへの参加を依頼された。 

2016 年 

8 月 23 日 

SWA(サモア水道公社) 

 

 

・㈱福山商事の案件で担当者を務めた

SWAの Katenia 氏に本案件の概要説明

と提案製品を紹介し協力依頼を行っ

た。同じ水資源関連の案件ではあるも

のの、㈱福山商事の案件は上水処理が

テーマであったのに対し、本案件は環

境保全が主体であるという違い(それ

により SWA ではなく MNRE がカウンタ

ーパートとなっている)を説明。一方

で、SWA との連携の可能性も伝え、調

査・情報提供の協力依頼を行ったとこ

ろ、快諾を得た。また、浄水場部門責

任者の Iese 氏と富山氏(CEPSO(沖縄

連携によるサモア水道公社維持管理

能力強化プロジェクト)調整員)を訪

問し同様の説明を行った。 

2016 年 

8 月 24 日 

MNRE(自然資源環境省)/WRD(水資源局) 

 

・MNRE によるのステークホルダー・ミ

ーティングが開催され WRD 以外の部

門、SWA、EPC(電力公社)等から合計

25 名ほどが参加した。 

本案件のプレゼンのあと、提案製品の

寿命、販売価格、製造工程などについ
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て積極的な質疑応答が行われた。全体

的に関心・期待度は高く、Environment 

& Conservation 部門はサンゴ礁生態

系の環境保全の観点から期待をして

いるようであった。また、本ミーティ

ング終了後、マラキ氏経由で EPC も別

途サイト(ダム・水力発電関連)を紹介

したいとのことであった。 

2016 年 

8 月 24 日 

Ministry of Health(保健省) 

 

 

・本案件の概要説明と提案製品を紹介

し、サモアの水質に係る情報提供を依

頼した。 

2016 年 

8 月 24 日 

Ministry of Commerce,Industry, and 

Labour(商業産業労働省) 

 

 

・Trade, Commerce & Manufacturing 

(TCM) Sector Coordinator の Muliufi

氏と面談し、本案件の概要説明と提案

製品の紹介を行った。その後、サモア

のココナッツ関連産業についてのヒ

アリングと関連機関への紹介を依頼

した。  

ココナッツの農業分野への直接的な

補助については、ほとんど実績がない

とのことであった。ただし、Samoa 

Trust Estate Corporation は国有地

を管理しており、6000 エイカーの土

地にココナッツ(75%)とココア(25%)

を植えることで、農業を再生させる計

画が進行中とのことである。既に古く

なったココナッツ木の撤去と植替え

が進んでおり、また、ココナッツオイ

ル(VCO)の精製工場も併せて開発する

計画があるが、STEC は VCO 以外の付

加価値製品(ヤシ繊維を含む)生産を

視野に入れているとのことである。 

他にも農業省にはアグリビジネス関

連の支援メニューがあるとのことで

ある。また、MCIL の管轄に Duty 

Concession Scheme があり、WST１

million(約 4 千万円)以上の製造業の

立上げのための設備投資を行う場合

には、輸入関税が免除される可能性が

あるとのことであった。 

2016 年 

8 月 25 日 

IPA 

(Isikuki Punivalu and  

Associates) 

・現地コンサル企業である IPA(Isikuki 

Punivalu and Associates)の代表

Isikuki 氏、担当の Ofeira 氏と面談
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を行った。 

本案件の概要説明と提案製品を紹介

し、調査対象機関への紹介と環境社会

配慮(特に普及・実証事業に進んだ場

合)について、EIA 関連手続きのサポ

ート依頼を行った。 

2016 年 

8 月 25 日 

Samoa Chamber of Commerce and 

Industry(サモア商工会) 

 

 

・Samoa Chamber of Commerce and 

Industry(サモア商工会)の Trade 

Marketing Officer の Savave 氏、CEO

の Hobart 氏と面談を行った。 

商工会の所属会員数は 370 社で、約 9

割がサービス業、建設関係は 5％程度

とのことである。 

現在、サモアではヤシ繊維は主にコン

ポストと植物の根のマルチング材と

して用いられているが、会員のココナ

ッツ油(CVO)製造業者には、より付加

価値の高い製品への応用を検討して

いる会社もあるとのことであった。ま

た、本案件の概要説明と提案製品を紹

介したところ、当該製品の活用につい

ては、開発規模の大きなプロジェクト

からのニーズが期待できるのではな

いかとのことであった。 

普及・実証事業の際には、会員企業の

紹介・セミナーや勉強会のアレンジの

協力は惜しまないとのことである。 

農業部門については、Think Tank 

Initiative として商工会で勉強会を

始めたが、建設業でも同様なアレンジ

は可能とのことであった。 

提案製品の事業化については、サモア

国内で生産・輸出のモデルが構築でき

れば理想との意見をいただいた。 

2016 年 

8 月 25 日 

United Nations Development 

Programme(国連開発計画) 

 

 

・Programme Manager の Yvette 氏、

Country Programme Specialist の高

須氏と面談し、本案件の概要説明と提

案製品を紹介し、UNDP の活動との連

携可能性についてヒアリングを行っ
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た。UNDP としては、サイクロン・エヴ

ァン以降、引続き洪水対策に力を入れ

ている。 

UNDP は Green Climate Fund の実施機

関(implementation agent)に指定さ

れており、サモアでも気候変動対策プ

ロジェクトに対し USD50million の予

算を検討中とのことである。しかし、

個別の製品についての調達代理方式

のような制度ではなく、大規模プロジ

ェクトに対する Grant となることか

ら、提案製品についても、これをプロ

ジェクトの一要素として採用できる

かどうか、各プロジェクトの実施機関

に打診する必要があるとのことであ

る。サモア財務省が UNDP に申請を行

い、財務省経由で資金も提供される。

一方で、UNDP として関知している個

別プロジェクトでは、提案製品の活用

の可能性の高い例はいくつもあり、潜

在的需要は期待できるのではないか

との意見をいただいた。 

2016 年 

8 月 26 日 

MNRE(自然資源環境省)/ 

WRD(水資源局) 

 

 

・提案製品の施工事例をプレゼンし、そ

の後、MNRE/WRD と質疑応答を行った。

マラキ氏からは、洪水発生時の流木の

対策への問題提起があり、ファガリー

川などの具体的な提案サイトを紹介

された。また、本案件は、すでに MNRE

の CEO も理解しており、MNRE として

も、前向きな姿勢であるとのコメント

もいただいた。   

出席者には、提案製品のサンプルと植

生基盤ネットのサンプルに接触して

もらった。ヤシ繊維製品はサモアでも

ロープなどの建築資材として利用さ

れていることから、馴染みやすいもの

であると感じられた。 

2016 年 

8 月 27 日 

Pacific Oil 

 

・事前のアポイントなしで Pacific Oil

社へヒアリングに出向いた。担当者は

不在であったが、作業員にヒアリング

をすることができた。コプラ買取価

格：95cent/kg、ハスクは扱っていな

いが、通常、ハスクは家庭の薪などに

使われているとのことであった。 
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2016 年 

8 月 29 日 

㈱鴻池組 

 

 

・本案件の概要説明と提案製品を紹介し

た。提案製品は、浄水場の上流で前処

理として利用可能であろう。  

Tapatapao(タパタパオ)は、豪雨のと

きに水が濁るので懸念がある。そのほ

かの水源は非常にきれいな水が流れ

ている。 

サモアでの濁水処理については、薬品 

や機械での処理は考えられないので、

提案製品のようなものがあれば利用

価値は高いと思われる。 

都市水道計画の実施で 2年以上サモ

アに滞在しているが、濁水処理を怠っ

たことによるペナルティは聞いたこ

とがない。導入の可能性としては、政

府機関では、SWA は水道水の原水の濁

水処理として、MNRE については河川

水の濁水処理に利用できるかもしれ

ない。 

民間ではあまり想像がつかない(ゴル

フ場の小川など)。   

ヴァイシガノ川の下流から 2番目の橋

梁については、中国が工事を開始した

ので、当該工事における濁水対策に利

用できるかもしれないとのことであ

った。なお、本橋梁は、第 3回調査時

には、すでに工事が完了していた。 

2016 年 

8 月 29 日 

STEC 事務所 

(Patea Setefano、CEO) 

 

・STEC 事務所を訪問し、ヒアリングを

行った。EIF tier2 というプロジェク

トが進行中で、空港の西側に位置する

土地を政府が購入し輸出の拡大を図

っている。 

これまでは、ココナッツオイルの製造

を対象にしていたが、現在、ハスクの

利用価値を模索しているとのことで
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ある。 

来年早々に工場建設が開始されるが、

その工場にどのような機械を入れる

かは未定で、現在、情報収集を行って

いるとのことである。 

提案製品の製造工場は、提案製品だ

けでなく、ピートモス(保水性の高い

土壌改良材で、㈱ウエスコットウエス

トにはココナッツの実の繊維や粉末

から抽出したファインピートという

製品があり、現在、住友フルーツなど

に製品を販売している。) も製造でき

ることから、ベストマッチだと思われ

る。工場内は、振動の激しい機械にも

耐えうるよう高強度のコンクリート

で基礎を建設する予定とのことであ

った。 

現在、300から 400エイカーの土地で、

毎週 8万個から 10 万個のココナッツ

を収穫している。ココナッツの大きさ

が、32cm から 42cm のものは海外に輸

出しており、残りはコプラにしてい

る。ハスクは山積みされており、時々、

コミュニティに薪の原料として販売

されている。 

土地は全部で 6,500 エイカーあるが、

現時点において、500 エイカーしか利

用されていない。今後は残り 6000 エ

イカーについても利用していきたい。

また、海外に輸出できる製品開発も行

っていきたいとのことであった。 

2016 年 

8 月 29 日 

BBE  

(Fuimaono Hugo Betham,  

General manager) 

 

 

・普及・実証事業を想定し、提案製品の

輸入に関する情報収集を行った。 

当該事業サイトをファガリー川流域

と想定し、海上輸送から、サモア国内

輸送までの見積を依頼した(40ft 

High Cube, 20ft.)。 

フィリピンのダバオからはフィジー

か韓国で提案製品を積替えて輸送す

ることが可能であることを確認した。 
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2016 年 

8 月 30 日 

Apia Concrete Products 

(アピアコンクリート/(Norman 

Wetzell, Vice President ) 

 

 

・提案製品の販売先の候補として本製品

を紹介したところ、興味は示したが購

入意欲はないことを確認した。 

会議室での質疑応答後、プラントの排

水処理の現場を見学させてもらった。 

製造過程で排出されるセメントを含

む汚水やミキサー車の内部を洗浄す

る際に発生する汚水は、ドレインに収

集され自然排水されている状況であ

った。 

ドレインの沈殿物は 1回/2 週間に掘

削機で除去しているとのことである。

高濃度の排水であることから、提案製

品を導入したとしても、毎日交換もし

くは洗浄する必要があり、導入には向

いていないと判断した(通常の濁水で

あれば、提案製品は、最長、6ヵ月は

使用できると説明。）。 

第 2回現地調査 

日付 面談先 面談内容 

2017 年 

1 月 24 日 

Pacific Oil 

 

 

・ハスクを活用する工場について提案し

たところ、提案内容に興味は示したも

のの、投資には意欲がないようであ

る。工場建設において、ハスクの調達

を考慮するとサバイイの方が向いて

いるとのことであった。コプラの年間

の取引量などをヒアリングし、ハスク

の潜在的調達の可能性を試算した。 

2017 年 

1 月 25 日 

MNRE(自然資源環境省)/WRD(水資源局))

 

・調査団より、第 1回現地調査において

MNRE が推奨する普及・実証事業候補

地の 9河川についての考察を発表し

た。その結果、「Fagalii tai 

outlet-5(第一候補)」及び「Fagalii 

Ford-6(第二候補)」の 2地点での当該

事業の実施を MNRE に提案した。 

MNREからは、Fagalii tai outlet-5(第

一候補)」もいいが、「Fagalii 

Ford-6(第二候補)」も加えてほしい、

我々の方で近隣住民に対してコンサ

ルテーションを行うなどの意見をい
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ただいた。また、調査団から、普及・

実証事業での工事着工は、来年以降に

なるが、両河川の緊急性は高くなのか

との質問に対し、MNRE からは、緊急

性は高くないので、ゆっくりやりまし

ょうとの回答をいただいた。 

その他、MNRE から、ファガリー川流

域には、砂が堆積している箇所があ

り、その対策活動もあるので、当該活

動との連携が必要になると思うとの

ことであった。GCF でヴァイシガノ川

はコンクリート護岸と石積護岸によ

る河川整備が進行中である。石材と提

案製品との組合せができるかもしれ

ないので、設計担当者には、提案製品

の説明を行った。実際に採用されると

しても、普及・実証事業のあとになる

だろうとの情報をいただいた。 

2017 年 

1 月 25 日 

MNRE(自然資源環境省)/ 

PUMA(都市管理局) 

 

 

 

・土木工事に必要な許認可と申請手続き

についてのヒアリングを行った。建設

現場から発生する濁水については、

COEP にもとづいて処理されているこ

とから、将来、提案製品による濁水処

理方法を奨励するよう提案した。 

2017 年 

1 月 25 日 

Bluebird Construction 

 

 

・工事着工までの手続きに係る現状につ

いてヒアリングを行った。濁水処理に

ついては、COEP にもとづいて処理す

ることは理解している。しかし、シル

トフェンスや沈砂池などの設置によ

る濁水処理は行っていないとのこと

であった。 

提案製品による濁水処理対策の事例

を紹介した。 
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2017 年 

1 月 25 日 

SWA(サモア水道公社) 

 

 

・本案件の概要説明と提案製品を紹介し

たあと、調査団から、SWA が管轄する

上水道分野において提案製品の導入

の可能性いついて質問した。 

SWA からは、工事費、維持管理費にも

よるが、浄水場などに流入する高濃度

濁水の濃度を低減する前処理施設と

しての可能性はあるのではないかと

の回答をいただいた。 

2017 年 

1 月 26 日 

 

Ministry of Commerce,Industry, and 

Labour(商業産業労働省) 

 

 

・サモア政府の支援策についてのヒアリ

ングを行い、矢崎総業のワイヤーハー

ネス工場を例に説明を受けた。また、

輸出拡大を目標とする EIF Tier2 

Projectの進捗状況についてもヒアリ

ングを行った。 

2017 年 

1 月 26 日 

 

SASP(Samoa AgriBusiness Support 

Project(財務省)) 

 

 

・アポイントはとっていたが、面談でき

なかったため、メールでの情報収集と

なった。 

農業関連の支援策である SABS の内容

について確認を行った。 

2017 年 

1 月 27 日 

 

LTA(陸上交通省) 

 

 

・本案件の概要説明と提案製品を紹介

し、LTA が現在実施している事業、ま

たは、今後予定されている事業への当

該製品の導入可能性についてヒアリ

ングを行った。LTA における活用事例

としては、排水路、護岸、道路路肩、

のり面保護などが考えられる。しか

し、道路災害での利活用については、

現在、災害で道路が通行止めになる場

合においてのみ改修工事を行ってい

ることから、具体的な被災状況も記録

されておらず、満足に対応できていな

いのが現状とのことである。提案製品

を現地生産できるのであれば、コスト

も安価となり、サモアでも普及するの

ではないかとの助言をいただいた。 

現在、日本の無償資金援助協力で、ヴ

ァイシガノ橋梁の掛替工事を行う予

定であり、当該工事の濁水対策や隣接

する護岸として活用できる可能性が

あるのでないかとのことであった。 

 

 



 35

2017 年 

1 月 27 日 

 

OSM 

 

 

・本案件の概要説明と提案製品を紹介 

したあと、調査団から、SWA が管轄す

る上水道分野において提案製品の導

入の可能性いついて質問した。 

OSMからは、本事業は非常に興味深い。

しかし、行政側は結果がすべてであ

り、当該事業を成功させるためには、

行政側が納得いく結果を示す必要が

あるとの意見をいただいた。また、サ

モア政府は、コンクリートや石積によ

る護岸整備に偏る傾向があるとのこ

とであった。その他、調査団から、上

水道の分野でも提案製品を使用でき

ないかと質問したところ、OSMからは、

SWA の管轄外の小集落では、水質のよ

い河川水を導水し、未消毒のまま飲ん

でいる。雨の日には、濁りのない場所

まで水を汲みに行っている。このよう

な場所に提案製品を設置するのは有

効ではないかとの助言をいただいた。

なお、集落(独立水道)の管轄は女性省

が行っているとのことであった。 

2017 年 

1 月 30 日 

 

Ministry of Commerce,Industry, and 

Labour(商業産業労働省), STEC 

 

・MCIL と STEC のそれぞれ担当者に同行

してもらい、STEC が運営するココナ

ッツプランテーション農場の視察を

行った。現在、ココナッツのリハビリ

が進められており、今後、ココナッツ

の収穫量は増大する見込みとのこと

であった。また、収穫したココナッツ

のハスクを活用して輸出製品をつく

る計画が進行中であり、、提案製品の

製造方法などについて情報交換を行

った。 

2017 年 

1 月 30 日 

 

Patea Setefano、CEO(STEC 事務所) 

 

 

・STEC 事務所において提案製品につい

ての情報交換を行い、今後、継続して

各プロジェクトの進捗状況を共有す

ることを確認した。 
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2017 年 

1 月 30 日 

 

矢崎 EDS サモア株式会社 

 

 

・サモアでのビジネス展開全般について

情報交換を行った。同社は今年、工場

を閉鎖することが決定しているとの

ことであった。 

 

 

 

 

第 3回現地調査(1/2) 

日付 面談先 面談内容 

2017 年 

4 月 18 日 

MNRE(自然資源環境省) 

 

・JICA による中小企業支援スキームと

今回の渡航が案件化調査としての最

終現地調査であることを説明した。次

にステージ 2として普及・実証事業を

実施し、提案製品を「Fagali’I tai 

outlet-5」及び「Fagalii Ford-6」に

設置して、当該効果を実証し、普及を

図る取組みを実施したいとの意向を

伝えたところ、MNRE からは積極的に

協力したいとの申し出を得た。 

今後のスケジュールを確認するととも

に、調査団からは具体的な協力内容とし

て、実施サイトの提供、MNRE の職員を

事業実施時に配置すること、報告会など

への参加、関税手続き及び設置工事の許

認可取得への支援などを伝えた。MNRE

職員の負担がどの程度発生するかなど

の詳細については、今後の調整となる

が、現時点において、特に問題となる事

項はないとの回答を得た。 

 また、想定する普及・実証事業につい

て説明を行ったところ、MNRE からは、

本説明内容と MNRE が想定している事業

規模や内容と大きな違いはないとのコ

メントを得た。 

普及・実証事業の実施地域は Fagali 村

を想定しており、調査団の最終渡航時

(2017 年 5 月末もしくは 6月）には実施

サイトの Fagalii 村の住民への説明会

(ワークショップ)を企画したいとの申

し出があった。 
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2017 年 

4 月 18 日 

SWA(サモア水道公社) 

 

・本案件の進捗状況を報告し、今後のスケ

ジュール及び普及・実証事業についての

説明を行った。 

SWA として協力できることがあれば積

極的に協力したいとの申し出を得た。 

また、本案件に限らず、今後も日本の水

処理技術をサモアに普及させていきた

いので、引き続き協力してもらうよう依

頼された。 

2015-2016 年に達成した項目として、

水道管の増設・延長により、安全な水

へのアクセス率が改善された。また、

水質改善と水供給システムの改善が

進んだことが挙げられた。しかしなが

ら、無収水率については、さらなる改

善が必要であり、引き続き財務状況の

改善を目指したいとのことであった。 

2017 年 

4 月 18 日 

MCIL(商業産業労働省) 

 
 

・法人税、関税、会社登記、外資の投資優

遇策などについてヒアリングを行った。

最新版の投資ガイドが発刊されており、

特に進捗報告書の内容から変化があっ

た点についての確認を行った。 

2017 年 

4 月 18 日 

PUMA(都市管理局) 

 

・環境社会配慮調査、普及・実証事業実施

時における環境関連の届出書類につい

ての確認を行った。 

2017 年 

4 月 19 日 

MOH(保険省) 

 

・水質基準に係るヒアリングを行った。 

2017 年 

4 月 19 日 

IPA (Isikuki Punivalu and 

 Associates) 

 

・普及・実証事業における工事申請を行う

際に必要となる提出書類などについて

の確認を行った。IPA は日本のみならず

他国の ODA 事業をサモアで実施してい

る建設コンサルタントであり、普及・実

証事業に必要な工事申請、測量、使用可

能な機材などについての確認を行った。 

工事申請の際の書類や手続きなどにつ

いては、PUMA へのヒアリング内容と相

違はなかった。また、工事申請に係る書

類作成や測量などの手配などについて

は、対応が可能であることを確認した。 
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2017 年 

4 月 19 日 

Bluebird Construction 

 

・本案件の進捗状況を報告した。 

2017 年 

4 月 20 日 

普及・実証事業候補地の現地視察 

 

 

・普及・実証事業候補地である「Fagali’I 

tai outlet-5」及び「Fagalii Ford-6」

の現地視察を行った。 

第 3回現地調査(2/2) 

日付 面談先 面談内容 

2017 年 

6 月 12 日 

MNRE(自然資源環境省) 

 

 

・マラキ氏ほか WRD の職員に「Fagalii tai 

Outlet-5」及び「Fagalii Ford-6」の「環

境改善」及び「災害リスク低減」に係る

説明を行った。 

設計方針(工法、施工範囲など)は調査団

に任せるとのことであった。 

MNRE としては、ファガリー村の住民に

普及・実証事業の内容を説明し、工事の

障害にならないようにしたいとのこと

である。明日の 6月 13 日に村の代表者

へ事業説明を行う予定であるが、村の住

民は「自然のまま」の河川を好む傾向が

あり、どのような意見が出るかはわから

ない。 

村の代表者から、設計に対する質問が来

た際には対応してもらいたいので、説明

会に参加してもらいたいとの協力依頼

を受けた。MNRE としては、本事業を進

めるにあたって、どのようなサポートが

できるかを知りたいとのことであった

ので、サポートレターの依頼を行った。 

その他、設計に関しては、「Fagalii tai 

Outlet-5」のフィルターユニットにバイ

オログフィルターと砕石を詰めた護岸

の延長を10mから20mに延長してほしい

との要望があった。 

また、「Fagalii Ford-6」については、

河川を横断する道路から、少し上流側に

ろ過設備の設置を検討してもらいたい

との要望があった。 

2017 年 

6 月 12 日 

Bluebird Construction の Zan 氏との

ミーティング 

・調査団が宿泊している Hotel Millenia 

において、Bluebird Construction の

Zan 氏へ普及・実証事業で予定している

工事の概要を説明し、その後、Zan 氏と

資材の調達方法、資材置場の有無、施

工計画、施工期間、概算工事費などに
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ついて意見交換を行った。Zan 氏からは

この場で、施工期間、概算工事費など

についての回答ができないとのこと

で、6月 14 日に Bluebird Construction

社で、再度、調整を行うこととした。 

2017 年 

6 月 13 日 MNREでの Fagalii地区住民代表 11名

とのワークショップ 

 

 

MNRE/WRD の職員、Fagalii 住民ととも

に「Fagalii Outlet-5」の沿川に位

置する Fagalii 村の集落周辺を視察 

 

 

・ MNRE が主催する Fagalii 村住民代表 

説明会(ワークショップ)に参加した。

本説明会では、住民代表者からは以下

の意見が出た。 

「Fagalii Outlet-5」 

前回の調査では、慣習的に集落への

部外者の立入りができなかったた

め、河川の詳細な情報を把握しきれ

ていない箇所があった。しかし、今

回の調査においては、河岸侵食によ

り倒壊のおそれがある家屋などの存

在が明らかとなった。 

住民としては、災害リスクの高い家

屋の保護などを期待しているとのこ

とである。これに対し、普及・実証

事業では、提案製品と提案技術によ

り、これらの災害リスクを低減する

ことは十分可能であるとの説明を行

った。その他、提案製品の設置範囲

を両岸 100m から 200m に延長してほ

しいとの要望があった。 

「Fagalii Ford-6」 

河川を横断する道路より上流側に提

案製品を設置してもらいたい。 

また、提案製品を設置する際に河岸

に生育している植物は伐採すること

になるが、その後、河岸の状態はど

うなるのかとの質問を受けた。これ

に対し、提案製品はヤシ繊維ででき

ていることから、これらに飛来種子

が活着し、河岸植生が回復すると回

答した。 
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2017 年 

6 月 13 日 

底質中懸濁物質含有量検査(SPSS)の

ためのサンプリング 

 

 

「Fagalii Outlet-5」の河川の底質 

 

 

「Fagalii Outlet-5」の海岸の底質 

 

 

「ウポル島南部」の海岸の底質 
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2017 年 

6 月 14 日 

Blue Bird Construkution の Zan 氏と 

のミーティング 

 

 

・Blue Bird Construkution 社において、

Zan 氏と施工計画に係る打合せを行っ

た。内容は以下のとおりである。 

2 河川の施工に要する期間は、「Fagalii 

Outlet-5」6週間、「 Fagalii Ford-6」

3 週間とのことであった。 

Blue Bird Construkution 社が請負った

場合の現時点における概算工事費は日

本円で約 800 万。 

提案製品を保管する場所については、倉

庫を借りて保管する方法があるが、現時

点においては、調査団からの情報も不足

しているため、金額は算出できない。 

提案製品を固定する木杭について、サモ

アでは、ニュージーランドから輸入した

木材を加工した杭と、サモア産の木材を

加工した杭のどちらかを使用している。 

ニュージーランドから輸入した木材は

防虫処理されているため長持ちする。 

サモア産の木材は、固くて重い。また、

防虫処理されていないため、虫食いなど

による腐食が早い。 

ただし、ニュージーランド産の木材はサ

モア産の木材に比べ価格は約 2倍とな

る。サモアで入手でき、サモア人で施工

できることが重要であることから、サモ

ア産の木材を使用する方向で考える。 

2017 年 

6 月 14 日 

Tapatapao(タパタパオ)浄水場 

 

 

・ODA 事業で建設された Tapatapao 

(タパタパオ)浄水場を見学。CEPSO のリ

ーダー岸本氏から、運転状況の説明を受

けた。 
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2017 年 

6 月 14 日 

SWA 市街課バイテレ事務所 

 

・SWA 市街課バイテレ事務所において、 

CEPSO(沖縄連携によるサモア水道公社

維持管理能力強化プロジェクト)のプロ

ジェクトチーム(岸本氏、富山氏)、JICA

ボランティア桑江氏と雨季の降水時に

おける Alaoa(アラオア)浄水場の濁水

状況について説明を受ける。 

 

2017 年 

6 月 14 日 

Alaoa(アラオア)浄水場・取水口 

 

 

・JICA ボランティア/桑江氏、CEPSO リー

ダー/岸本氏、CEPSO アシスタント/富山

氏と Alaoa(アラオア)浄水場の取水口

などに提案製品を設置して濁水濃度を

低減させる方法などについての意見交

換を行った。 
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3-2 製品・技術の現地適合性検証 

製品・技術の現地適合性を検証するため、図 3.1 に示した普及・実証事業候補地の

「Fagali’I tai outlet-5」及び「Fagalii Ford-6」において、「環境改善」に係る水質調

査、動植物調査及び「災害リスク低減」に係る防災・災害調査(地形測量等を含む)を実施

した。当該事業候補地の選定経緯及び当該調査結果は以下のとおりである。 

 

 

 
図 3.1  MNRE が普及・実証事業候補地として推奨した 9河川の位置 

 (情報提供：MNRE(自然資源環境省)) 

 

ファガリー地区 

Fagali’i tai outlet-5 

Fagali’i Ford-6 
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3-2-1 普及・実証事業候補地の選定経緯 

(1)9 河川の現地視察調査 

第 1回現地調査(2016 年 8 月 26 日)において、調査団は MNRE/WRD の職員とともに MNRE が

普及・実証事業候補地として推奨した 9河川(図 3.1)の現地視察調査を行った。 

当該調査の結果、「Fagali’I tai outlet-5(第一候補)」及び「Fagalii Ford-6(第二候

補)」を普及・実証事業の候補地に選定した。 

各河川のサイトとしての特徴は以下のとおりである。また、当該調査結果を踏まえた 9

河川の評価一覧を表 3.3 に示す。 

なお、乾季(第 1回現地調査(2016 年 8 月 26 日)及び雨季(第 2回現地調査(2017 年 1 月 28

日)の河川の写真を 3.3～3.11 に掲載した。河川の状況は、雨季においても降水時以外は濁

水の流出はなく、乾季との大きな違いは確認できなかった。 

 
1)Muivai outlet-1 

10 年ほど前に洪水により河川が氾濫し、当時の JICA サモア支所も浸水して大きな被害

をうけた。約 3年前にコンクリートによる護岸工事が行われている(写真 3.3)。河岸の侵

食及び流木流出のおそれがなく、また、感潮区間であり、ろ過を目的とした提案製品を

設置しても、効果の検証が困難であることから、「サイトとしては不適」と判断した。 

 

2)Vaisigano Bridge-2 

橋梁や護岸工事が予定されており、MNRE の職員からは、当該工事期間に発生する濁水

処理に提案製品を利用したいとの意見があった(写真 3.4)。しかし、普及・実証事業と当

該工事の時期がマッチングしないおそれがあるため、「サイトとしては不適」と判断した。

ただし、流木の捕捉及びろ過を目的とした提案製品の設置は可能である。 

 

3) Matautu/ Vaiala Mangrove area-3 

マングローブの生育地であり平常時は問題ないが、洪水時には濁水が発生するとのこ

とであった(写真 3.5)。河岸の侵食及び流木流出のおそれがなく、また、マングローブが

群落を形成しており、ろ過を目的とした提案製品の設置も困難であることから、「サイト

としては不適」と判断した。 

 

4)Moata’a (Park)-4 

マングローブの生育地であり、MPA(Marine Protect Area)に指定されている(写真 3.6)。

河岸の侵食及び流木流出のおそれがなく、また、マングローブが群落を形成しており、

ろ過を目的とした提案製品の設置も困難であることから、「サイトとしては不適」と判断

した。 

 

5)Fagali’I tai outlet-5   

河川の下流側には、火山から流出したと推測される黒いサンドが堆積している。平常

時は、河川の状態は良好にみえるが、流木及び河床に土砂が堆積しているのを確認した。

道路に隣接しており、右岸側はオープンスペースとなっていることから、ろ過を目的と

した提案製品の設置は比較的容易だと考えられる。当該サイトであれば、流木の捕捉な

どを含めた複数の活用方法の検討が可能であり、「サイトの「第一候補」」として選定し

たい(写真 3.7)。 

 

 



 45

6)Fagalii Ford-6 

Ford(小河川)であり、「橋梁」ではなく、道路が河川を横断する構造になっており、車

の洗車禁止の看板が立てられている。調査時には、サモア人の家族がピクニックに来て

おり、子供が川遊びをしていた。道路より下流側は河床勾配が急なため、提案製品の設

置には向いていない。しかし、道路より上流は下流側と比較して河床も緩勾配であり、

洪水時の河岸の侵食防止対策として提案製品の設置による護岸整備が可能であることか

ら、「サイトの「第二候補」」として選定したい(写真 3.8)。なお、河川の両岸には、地域

住民によりバナナなどが植えられており、工事を行う際には、事前に住民への事業説明

等が必要になると思われる。 

 

7)Vailele bridge outlet-7  

河岸の侵食箇所は確認できず、洪水時の濁水発生及び流木流出のおそれも少ないと予 

測されることから、「サイトとしては不適」と判断した(写真 3.9)。 

 

8)Laulii outlet-8 

サイクロンの被害をうけて、サモア国内で採石できる 50cm 内外の自然石によって石積

護岸が整備されている(写真 3.10)。濁水発生及び流木流出のおそれも少ないと予測され

ることから、「サイトとしては不適」と判断した。 

 

9)Alaoa storage site-9 

過年度、㈱福山商事により、浄水場の上流に伏流水取水法による前処理が実施されて 

いる。現在、MNRE において浄水場より上流側で濁水対策の検討が行われていることを確

認した。すでにひとつのプロジェクトが完了していることから、普及・実証事業の「サ

イトとしては不適」と判断した。なお、現在は㈱鴻池組による都市水道計画の工事が行

われており、上水への関心も高いことを確認した(写真 3.11)。 
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写真 3.3(1/2) Muivai outlet-1(乾季)     写真 3.3(2/2) Muivai outlet-1(雨季) 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.4(1/2) Vaisigano Bridge-2(乾季)  写真 3.4(2/2) Vaisigano Bridge-2(雨季) 

                 

 

 

 

 

 

写真 3.5(1/2) Matautu/ Vaiala Mangrove 写真 3.5(2/2) Matautu/ Vaiala Mangrove 

            area-3(乾季)                    area-3(雨季) 
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写真 3.6(1/2)  Moata’a (Park)-4(乾季) 写真 3.6(2/2)  Moata’a (Park)-4(雨季) 

 

 

 

 

 

 

写真 3.7(1/2) Fagali’I tai             写真 3.7(2/2)  Fagali’I tai  

outlet-5(乾季)                             outlet-5(雨季)  

                 

 

 

 

 

 

写真 3.8(1/2) Fagalii Ford-6(乾季)   写真 3.8(2/2) Fagalii Ford-6(雨季) 
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写真 3.9(1/2) Vailele bridg      写真 3.9(2/2) Vailele bridg  

outlet-7(乾季)                          outlet-7(雨季) 

 

 

 

 

 

 

写真 3.10(1/2) Laulii outlet-8(乾季)    写真 3.10(2/2) Laulii outlet-8(雨季) 

                 

 

 

 

 

 

写真 3.11(1/2)  Alaoa storage        写真 3.11(2/2) Alaoa storage  

site-9(乾季)                             site-9(雨季) 
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表 3.3 9 河川の評価一覧 

 

No. 

 

河川名 

提案製品の設置  

備考 侵食防止・緑化 ろ過 流木捕捉 

1 Muivai  

outlet 

× × ×  

2 Vaisigano 

Bridge 

× ○ ○ 普及・実証事業と当該工事

の時期がマッチングしな

いおそれがあるため、サイ

トとしては不適と判断。 

3 Matautu/ 

Vaiala  

Mangrove area 

× × ×  

4 Moata’a 

(Park) 

× × ×  

5 Fagali’I tai 

 outlet 

○ ○ ○ 第一候補 

6 Fagalii Ford ○ × × 第二候補 

7 Vailele bridg  

outlet 

× × ×  

8 Laulii outlet × × ×  

9 Alaoa  

storage site 

－ － － すでにひとつのプロジェ

クトが完了していること

から、普及・実証事業のサ

イトとしては不適と判断。 

※○：必要、×：不要、－：対象外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50

(2)その他の現地視察調査 

 普及・実証事業候補地以外の箇所についても、提案製品の多目的利活用の可能性を調査

する目的で MNRE/WRD の職員と以下の現地視察調査を行った。 

1）Taelefaga 村 

Taelefaga 村はアフリロダムから導水している水力発電所がある村である。この水力発

電に利用している河川から、季節によっては異臭が発生するという集落からの苦情があ

るとのことで、放流口及び下流を視察した(写真 3.12～3.13)。流水は褐色であったが異

臭は確認できなかった。 

 

  

写真 3.12 現地での異臭の確認             写真 3.13 下流側の河川の状況 

 

2）アフリロダム 

アフリロダムは EPC が開発した水力発電用のダムであり(写真 3.14)、もともとは湿地

帯だった場所に建設されている。湖水が濁っており、季節によっては異臭が発生すると

のことで視察を行った。湖水の色は褐色だが、異臭は確認できなかった(写真 3.15)。現

在、曝気装置を設置し、近日、稼働させる予定とのことであった。 

 

  

写真 3.14 ダムサイト            写真 3.15 湖面は褐色だが異臭はない 

 

上記の両地点とも異臭は確認できなかった。現時点において、どのような原因で異臭

が発生するか不明な状態である。濁水発生に起因する現象であれば、提案製品による対

策も検討すべきと考える。しかしながら、提案製品で異臭を除去することはできない。 
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  3）Nuusuatia Intake 

Nuusuatia Intake は SWA 管轄外の独立水道水源である。浄水処理は行ってないため、

雨季の降水時においても濁水を取水して水道管で集落へ配水しているとのことであった。

そのため、提案製品の設置による濁度低減が可能かを確認するために視察を行った(写真

3.16～3.19)。調査時は濁りがなく、川底が目視で確認できる状態であった。雨季にどれ

くらい河川水が濁るかにもよるが、将来、提案製品が普及した際には、水道の原水の濁

水処理対策として本製品の設置を検討すべきと考える。 

 

  

写真 3.16 河川視察の状況              写真 3.17 取水施設の外観 

 

  

写真 3.18 取水施設の内部               写 3.19 濁りの少ない流水 
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3-2-2「環境改善」に係る水質調査 

(1)調査時期 

 平成 28 年 8 月 27 日（乾季)、平成 29 年 1 月 26 日（雨季) 

 

(2)調査位置 

 「Fagalii tai outlet-5」及び「Fagalii Ford-6」の 2ヶ所 

 

(3)調査内容 

 流速測定及び濁度測定 

 

(4)乾季の水質調査 

1) Fagalii tai outlet-5 

  乾季のため河川水量が少なく(写真 3.20)、流水は上流側からではなく、海域からの海

水の遡上を確認した(写真 3.21)。そのため、当該地点での流速測定を行うことはできな

かった。 

 

  

写真 3.20 乾季のため水量が少ない    写真 3.21 海域からの海水の遡上を確認 

 

濁度を測定したところ、11.7NTU と良好な水質状態であった(写真 3.22～3.23)。しか

し、河床堆積物を確認したところ、粘着性のある泥土であったことから、雨季には高濃

度の濁水が流下してくるものと推測される。 

 

  

写真 3.22 水質調査の状況                 写真 3.23 水質は良好 



 53

2) Fagalii Ford-6 

 乾季にもかかわらず、河川を横断する道路(以下、「河川横断道路」という。) の上流

は川幅が狭いため (約 4ｍ) 、水深は約 20cm と「Fagalii tai outlet-5」に比べて水量

は多い。また、濁度は 1.3NTU と清浄な水質であり、流速は 0.098m/s と穏やかな流れで

あった(写真 3.24～3.29)。 

 

  

写真 3.24 水深測定の状況               写真 3.25 濁りの少ない流水 

 

  

写真 3.26 水質調査(下流側)の状況          写真 3.27 水質は良好 

 

  

写真 3.28 水質調査(上流側)の状況          写真 3.29 水質は良好 
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河川横断道路の上流側の川幅は狭く(約 4m)、河岸に人為的な改変による形跡などはみ

られなかった。河川横断道路から約 30ｍ上流側には、大きな流木が滞留しており、雨季

にはかなりの流量となることが予想される(写真 3.30～3.31)。   

  

写真 3.30 河岸に人為的な改変はみられない      写真 3.31 流木の滞留 

 

 河川横断道路の下流側は上流側に比べ川幅が広く(約 6ｍ)水深は浅い。また、河川の両

岸は畑のようなもの(放置されている)があり、河川の斜面上はゴルフ場の敷地内に位置す

ることから、上流側に比べ人為的な改変が行われている形跡がみられた(写真 3.32～3.34)。 

  

写真 3.32 道路より下流側の状況      写真 3.33 道路より下流側の倒木の状況 

 

  

写真3.34 道路より下流側の河岸侵食の状況 写真3.35 道路より下流側の河床の状況 
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(5)雨季の水質調査 

 1）Fagalii tai outlet-5 

調査日の前日の深夜には大雨が降っていたが、現地調査開始時刻(午後 1時頃)には、

濁水流出は確認できなかった(写真 3.36)。水深が浅いということもあり、川底も目視で

確認することができた(写真 3.37)。しかし、土壌が侵食されていると考えられる箇所に

は多量の土砂が堆積していた。当該箇所の河床は軟弱であり、膝まで埋もれてしまうよ

うな状況であった。 

 

  

写真 3.36 河川の状況            写真 3.37 河床の状況 

 

2）Fagali’i Ford-6 

「Fagalii tai outlet-5」同様、濁水流出は確認できず、川底も目視で確認すること

ができた(写真 3.38)。「Fagalii tai outlet-5」よりも上流ということもあってか、大き

目の石が多くみられた。また、河岸侵食により土砂が堆積している箇所も散見されたが、

足が埋もれることはなかった(写真 3.39)。 

 

  

写真 3.38 河川の状況             写真 3.39 河床の状況 
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3)Fagali’i tai outlet-5 の流速測定 

現地で横断測量を行った図 3.2 の両端部と中央部の 4地点で流速と水深を測定した(写

真 3.40～41)。測定結果は表 3.4 のとおりである。 

 
図 3.2 Fagali’i tai outlet-5 平面図 

 

 

  

写真 3.40 現地測定の状況        写真 3.41 流速測定値（0.24m/s） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測点 測定場所 流速（m/s） 水深(mm) 

NO.1 

①右端 0.386 150 

②中央 0.152 260 

③左端 0.24 240 

NO.2 

①右端 0.663 200 

②中央 0.024 200 

③左端 0.077 160 

NO.3 

①右端 0.005 340 

②中央 0.119 180 

③左端 0.069 200 

NO.4 

①右端 0.061 340 

②中央 0.096 180 

③左端 0.075 200 

表 3.4 流速及び水深測定結果 
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4)Fagali’i Ford-6 の流速測定 

「Fagali’i tai outlet-5」と同様に、現地で横断測量を行った両端部と中央部の 2

地点で流速と水深を測定した(写真 3.42～43)。測定結果は表 3.5 のとおりである。 

 

 
 

写真 3.42 現地測定の状況        写真 3.43 流速測定値（0.311m/s） 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5)Fagali’i tai outlet-5 の濁度測定 

現地の状況は先述したとおり、高濁度な濁水ではなかったため、5.0NTU と低い数値を

示した(写真 3.44)。高濁度な状態の数値を測定するため、川底に堆積した土砂を足で撹

拌させて測定した。その際の濁度は 661NTU であった(写真 3.45)。また、室内試験サンプ

ル水も同様に撹拌させた状態で採取を行った。 

 

  

写真 3.44 現地の濁度測定結果       写真 3.45 現地の濁度測定結果(撹拌) 

測点 測定場所 流速（m/s） 水深(mm) 

NO.1 

①右端 0.257 160 

②中央 0.311 180 

③左端 0.258 210 

NO.2 

①右端 0.741 200 

②中央 0.213 250 

③左端 0.392 210 

表 3.5 流速及び水深測定結果 
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6)Fagali’i Ford-6 の濁度測定 

「Fagalii tai outlet-5」と同様に高濁度な濁水ではなかったため、4.6NTU と低い数

値を示した(写真 3.46)。高濁度な状態の測定は、「Fagalii tai outlet-5」と同様に川底

に堆積した土砂を足で撹拌させて測定した。その際の濁度の濁度は 222NTU であった(写

真 3.47)。また、室内試験サンプル水も同様に撹拌させた状態で採取を行った。 

 

  

写真 3.46 現地の濁度測定結果       写真 3.47 現地の濁度測定結果(撹拌) 

 

7)室内試験(沈降試験) 

両河川から採取したサンプル水を 500ml のメスシリンダーに移し、撹拌させて全体的

に濁った状態にした後、濁度計を上部にセットして、5 分おきに 1 時間濁度を測定した。 

 

①Fagali’i tai outlet-5 の試験結果 

「Fagali’i tai outlet-5」の沈降試験結果及び測定開始時と 60 分経過後の濁り状況

は表 3.6、写真 3.48～3.49 のとおりである。 

 

表 3.6 濁度測定結果 

 

  

写真 3.48 測定開始           写真 3.49 測定開始後 60 分 

測定時間(分) 0 5 10 15 20 25 30 

濁度(NTU) 880 567 421 316 251 212 190 

測定時間(分) 35 40 45 50 55 60  

濁度(NTU) 167 153 143 127 112 108  
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②Fagali’i Ford-6 の試験結果 

  「Fagali’i Ford-6」の沈降試験結果及び測定開始時と 60分経過後の濁り状況は表 3.7、

写真 3.50～3.51 のとおりである。  

 

測定時間(分) 0 5 10 15 20 25 30 

濁度(NTU) 232 49.1 47.4 38.7 30.2 25.4 21.7 

測定時間(分) 35 40 45 50 55 60  

濁度(NTU) 20.3 18.9 17.5 16.3 15.4 14.7  

 

  

写真 3.50 測定開始           写真 3.51 測定開始後 60 分 

 

「Fagali’i tai outlet-5」及び「Fagali’i Ford-6」の双方の沈降試験結果は図 3.3

のとおりである。 

濁度の差はあるものの、いずれも試験開始後 5～20 分の短時間で沈降し、それ以降は緩

やかに沈降した。特に「Fagali’i Ford-6」の沈降は非常に緩やかであった。 
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表 3.7 濁度測定結果 

図3.3 2河川の沈降試験結果 
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8)沈降物 

沈降試験により沈降した沈降物をろ紙で濾して内容を確認した。 

 ①「Fagali’i tai outlet-5」の沈降物 

  湿気を含む粘着性のある土であり、これを一日置くと乾燥していた(写真 3.52～3.53)。 

 

  

写真 3.52 沈降物(湿潤状態)        写真 3.53 沈降物内容(乾燥状態) 

 

②Fagali’i Ford-6 の沈降物 

  「Fagali’i tai outlet-5」に比べると、沈降物の量は少なかった。粒子の細かい土

の割合が多く、「Fagali’i tai outlet-5」ほどの粘着性もなかった。乾燥した状態では、

目視で粒子の細かさが確認できる(写真 3.54～3.55)。 

 

  

写真 3.54 沈降物(湿潤状態)         写真 3.55 沈降物(乾燥状態) 
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9)沖縄の赤土での沈降試験 

  サモアの土壌と比較するため、沖縄県宜野座村漢那川(写真 3.56～3.57)から採水した

赤土懸濁水での沈降試験を行った。沖縄県内の河川でも降水時には、流域から赤土等が

流出し、河川が赤く懸濁する。 

 

 

上流部 

下流部 

 

 

試料水の沈降試験結果及び測定開始時と 60 分経過後の濁度測定結果は表 3.8、写真

3.58～3.59 のとおりである。 

 

 

  測定結果より、沈降試験開始後 60 分が経過しても濁度の値は変化がない。沖縄県の赤

土は、重力で沈降できないくらい粒子が細かいことがわかる。 

測定時間(分) 0 5 10 15 20 25 30 

濁度(NTU) 160 160 156 159 160 161 162 

測定時間(分) 35 40 45 50 55 60  

濁度(NTU) 162 161 160 160 161 160  

宜野座村 

写真 3.56 採水地点 写真 3.57 採水地点の状況 

表 3.8 濁度測定結果 
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サモアの濁質は、粒子の大きい“土”が流れてきているのに対し、沖縄の赤土は土

が溶けて細かい粒子となって流れているイメージである。 

沖縄県では、平成 7 年から「沖縄県赤土等流出防止条例」が制定・施行されており、

工事現場、農地から赤土等を流出させない対策が取られてきている。そのため、サモ

アのように“土”が流れてくるような河川は少なくなっている。 

粒子が細かく、沈降しない沖縄の赤土の土粒子を捕捉してきた実績を有する提案製

品は、沈降しやすい土壌粒子が主であるサモアにおいても良好な濁水処理効果を示す

ことが期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.58 測定開始(濁度 160NTU) 写真 3.59 測定 60 分後(濁度 160NTU) 
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10)底質中懸濁物質含量簡易測定法(SPSS 測定法)を用いた土壌流出による汚染の評価 

 陸の赤土等が降水によって河川や排水路などに運ばれると、最終的に濁水となって海

域に流出する。海水より比重の軽い河川水は、海面をすべるように広がるため、海面が

流れた土の色で濁っていく。やがて、濁水に含まれる細かい土の粒子は海底に沈降する。

赤土等の流出が頻繁な海域や閉鎖性の強い内湾では、土の細かい粒子が泥状に堆積する

ことになる。海底や干潟の砂や泥などをひとまとめにして「底質」と呼ぶが、底質のな

かに含まれる赤土等に由来する細かい土の粒子の量を測定することで、赤土等による汚

染の程度を知ることができる。 

底質を水に入れてよく混ぜると、砂はすぐに沈降するが、赤土等に含まれる細かい粒

子は、しばらくの間、水のなかに濁りとしてとどまる。 

この性質を利用して、一定量の水に底質をは量り入れ、水中でよく混ぜたときの水の

濁りの程度から、底質に含まれる赤土等の量を測ることができる。 

この測定方法を用いて、普及・実証事業候補内の「Fagali’I tai outlet-5」の海岸

部の土壌流出による汚染の評価を試みた。 

なお、測定結果については、以下のように評価を行った。 

底質中の赤土等の含有量と底質の外観、つまり、現場の状況は、次ページ以降に掲載

した 9つのランクにわけることができる。 

底質中の懸濁物資量が 1立方メートルあたり 50 キログラム未満、すなわち、ランク 5b

以下の場合、波浪により岩や砂が研磨されたものや、生物活動により生じたものなど自

然界由来のものからも懸濁物資が発生していると考えられる。 

これに対し、懸濁含有量が 1立方メートルあたり 50 キログラムを超える「ランク 6以

上」からは、明らかに人為的な赤土等の流出による汚染とみなす。 

赤土等の含有量の計算式は以下のとおりである。 

 

 

赤土等の含有量の計算 

透視度の読みから底質中お赤土等の含有量を求める。 

それには SPSS 換算表を利用すると簡単に求めることができる。 

 

 C={(1718÷T)-17.8}×D÷S 

 

 C：底質中の赤土等の含有量(kg/m3) T：透視度(cm) 

 S：測定に用いた試料量(ml)         D：希釈倍=500/分取量 
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(出典：沖縄県赤土等流出防止対策基本計画／沖縄県／平成25年9月) 
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①サンプリング 

SPSS の測定を行うため、図 3.4 に示す 3地点でサンプリングを行った。 

・「Fagali’I tai outlet-5」の河川部 

・「Fagali’I tai outlet-5」の海岸部 

・ウポル島南部のビーチ(土壌汚染地域との比較のための汚染が少ないと思わる地点) 

 

図 3.4 サンプリング位置 

②測定方法 

  SPSS 測定法により、同一サンプルにつき２回測定を行った。 

 

③測定結果 

SPSS 測定法による測定結果は表 3.9 のとおりである。 

なお、底質中の赤土等の含有量は、1回目と２回目の試験結果の平均値を求め算出した。 

 

表 3.9 SPSS 測定法による土壌汚染の結果 

サンプリング 

地点 

透視度計結果 底質中の土壌 

含有量(kg/m3) 
ランク 備考 

１回目 ２回目 平均値 

河川部 7.6cm 8.2cm 7.9cm 39.9 (5b) 河川内であ

ることから

参考値 

海岸部 12.0cm 12.3cm 12.2cm 24.6 5a  

ビーチ 30cm 30cm 30cm 7.9 4  

   

汚染のランクは、「Fagali’I tai outlet-5」の河川部：5a、比較対象地点のウポル島

南部のビーチ：4であった。2地点を比較すると土壌含有量では、大きな違いがあり、

「Fagali’I tai outlet-5」は陸域から河川を経て海域へ土壌が流出していることが再

確認できた。ウポル島南部のビーチは透視度が良好であり、汚染の程度は低い。一方、

「Fagali’I tai outlet-5」も海域への土壌流出が認められるものの、汚染の程度はそ

れほど高くない。しなしながら、現状を放置しておくとサンゴ礁生態系に悪影響を及ぼ

すおそれがある。 

サンプリング及び SPSS 測定の状況を写真 3.60～3.71 に示す。 

サンプリング地点 

Upolu 島南部 

サンプリング地点 

Fagalii 地区 
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「Fagali’I tai outlet-5」：河川部 

  橋梁から約 20m 離れた河川の上流地点で採泥した。 

 

  

写真 3.60 サンプリング箇所         写真 3.61 底質状況 

 

  

写真 3.62 抽出水の状況         写真 3.63 透視度計の結果 

 

「Fagali’I tai outlet-5」：海岸部 

 橋梁から約 50m 離れた波打ち際から採泥した。 

 

  

写真 3.64 サンプリング箇所        写真 3.65 底質状況 
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写真 3.66 抽出状況          写真 3.67 透視度計の結果 

 

ウポル島南部のビーチ 

  ウポル島南部は白砂のビーチが広がっている。抽出水の透視度測定の結果は 30cm であ

り、この地域での濁質の影響はない。 

 

  

写真 3.68 サンプリング箇所         写真 3.69 底質の状況 

 

  

写真 3.70 抽出水の状況           写真 3.71 透視度計の結果 
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3-2-3「環境改善」に係る動植物調査 

(1)サモア国内における自然環境の概況 

サモア国内には、陸域に昆虫類：2500 種、植物：770 種、陸生貝類(カタツムリ類)：64

種、鳥類(国内で繁殖実施)：31 種、爬虫類：14 種、哺乳類：3 種が生育・生息している。

また、海域には、魚類(サンゴ礁生態系)：890 種、サンゴ類：200 種以上、数種のウミガメ

類、クジラ類、イルカ類が生息している。陸域生物種においては、IUCN レッドリストの掲

載種が 14 種確認されている(参考資料：Priority Sites for Conservation in Samoa)。 

 普及・実証事業候補地であるウポル島の保護区(Protected area)及び生物多様性地域保

護地域(Key Biodiversity Aria)は図 3.5 のとおりである。なお、当該事業候補地は、保護

区及び生物多様性地域保護地域には該当していない。現地の状況は写真 3.72～3.73 のとお

りである。 

 
図 3.5 ウポル島の保護区及び生物多様性地域保護地域 

 

  

写真 3.72 現地状況（Fagalii tai outlet-5）写真 3.73 現地状況（Fagalii Ford-6） 

プロジェクトサイト（案） 
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(2) 「Fagalii tai outlet-5」の調査結果 

1)調査時期 

 平成 28 年 8 月 27 日 

 

2)断面模式図 

「Fagalii tai outlet-5」の河川断面は図 3.6 のとおりである。川幅は約 25m あり、水

深は最深部で約 50cm であった。左岸側は緩やかな勾配、また、右岸側はイヌシバの芝地と

なっており、水際にオオハマボウやオオバヒルギ等が生育していた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.6 「Fagalii tai outlet-5」の河川断面 

 
3)確認した主な動植物 

確認した主な植物は表 3.8 のとおりである。また、河川内で確認した動物は、小型の魚

類、陸生甲殻類であった。 

 

表 3.8 「Fagalii tai outlet-5」で確認した主な植物種 

 
 

No. 科 和名 英名 学名

1 チャセンシダ オオタニワタリ Birds nest fern Asplenium antiquum  Makino
2 クワ パンノキ Bread fruit tree Artocarpus incisus  (Thunb.) L.f.
3 マメ オジギソウ Sensitive Plant Mimosa pudica  L.
4 マメ科高木 Fabaceae sp. (Tall tree) -
5 トウダイグサ シマニシキソウ Asthma-plant Euphorbia hirta  L.
6 オオバギ Parasol leaf tree Macaranga tanarius  (L.) Muell.-Arg.
7 アオイ オオハマボウ Sea hibiscus Hibiscus tiliaceus  L.
8 ヒルギ オオバヒルギ Red mangrove Rhizophora mucronata  Lam.
9 アカネ ヤエヤマアオキ Indian Mulberry Morinda citrifolia  L.

10 キク ツルヒヨドリ Mile-a-Minute Weed Mikania cordata
11 アメリカハマグルマ Wedelia Sphagneticola trilobata  (L.) Hitchc.
12 イネ イヌシバ Augustine Grass Stenotaphrum secundatum  (Walt.) O.K.
13 ツユクサ シマツユクサ Spreading Dayflower Commelina diffusa  Burm.f.

10科 13種計

イヌシバ 

アメリカハマグルマ 

オオバギ 

オオバヒルギ 

オオハマボウ 

マメ科高木 sp 

左岸 右岸 

約 25m 
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4)「環境改善」に係る課題 

①河岸侵食 

写真 3.74～3.75 のとおり河岸侵食による樹木の倒木・流木を確認したことから、提案製

品による当該河川の河岸侵食防止対策を行う必要がある。 

  
写真 3.74 倒木のおそれがある樹木    写真 3.75 河川内に滞留している流木 

 
②侵略的外来種の分布 

 日本でも生態系被害防止外来種リストに記載されているツルヒヨドリやアメリカハマグ

ルマ(写真 3.76～77)の分布を確認した。 

  

写真 3.76 ツルヒヨドリ（左：ズーム、右：被覆状況） 

 

  

写真 3.77 アメリカハマグルマ（左：ズーム、右：被覆状況） 
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(3) 「Fagalii Ford-6」の調査結果 

1)調査時期 

 平成 28 年 8 月 27 日 

 

2)断面模式図 

 「Fagalii Ford-6」の河川断面は図 3.7 のとおりである。川幅は約 10m あり、水深は最

深部で約 10cm であった。右岸側は水際に礫が多く緩斜面であり、左岸側はホシダ等のシダ

植物や低木が生育する急斜面であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7 「Fagalii Ford-6」の河川断面 

 

3)確認した主な動植物 

確認した主な植物は表 3.9 のとおりである。また、河川内で確認した主な動物は、魚類、

貝類(水棲)、爬虫類(トカゲの仲間)であった。 

 

表 3.9 Fagalii Ford-6 で確認した主な植物種 

 

No. 科 和名 英名 学名

1 ヒメシダ ホシダ - Thelypteris acuminata  (Houtt.) Morton
2 クワ イヌビワ - Ficus erecta  Thunb.ex Kaempf.
3 マメ ギンネム Lead tree Leucaena leucocephala  (Lam.) de Wit
4 マメ科高木 Fabaceae sp. (Tall tree) -
5 キク ツルヒヨドリ Mile-a-Minute Weed Mikania cordata
6 イネ ナピアグラス Napiergrass Pennisetum purpureum  Schumach.
7 サトイモ クワズイモ Elephant Ear Alocasia odora  (Lodd.) Spach

6科 7種計

左岸 右岸 

約 10m 

オオバギ 

マメ科高木 sp 

ホシダ 
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4)「環境改善」に係る課題 

①河岸侵食 

河川を縦断的に踏査したところ、河岸の侵食箇所を確認したことから、提案製品による

当該河川の河岸浸食防止対策を行う必要がある。 

②侵略的外来種の分布 

 当該調査位置においてもツルヒヨドリを確認した。ツルヒヨドリは、以前からサモアに

おいてもココナッツ、パンノキ、アブラヤシ、カカオ、牧草等に深刻な影響を及ぼしてい

ることから、将来的には分布抑制に係る対策を検討することが望ましい。沖縄県内で生態

系に被害を及ぼし、今後、サモアにおいても注意が必要な外来植物を表 3.10 に示す。 
 

表 3.10 今後注意が必要な外来植物 
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3-2-4「災害リスク低減」に係る防災・災害調査 

(1)サモアの気象環境の概況 

サモアは熱帯雨林気候に属しており、アピア観測所における平均気温は、最高気温、最

低気温ともに年間の変動は少なく、最高気温と最低気温の差は、7℃程度である。 

一方、年間を通した降水量の変動は大きく、11 月～4月がサイクロンの襲来のおそれが

ある雨季、5月～10 月が乾季として大別されている。サモアは火山島であり地形は起伏に

富んでいることから、島の中心の山岳部ほど降雨量は多くなっている。 

 サモアの月別気温(最高、最低)及び降雨量、サモアの 30 年(1961-1990)平均の降水分布

と風向分布は図 3.8～3.9 のとおりである。 

 

 

 

図 3.8 サモアの月別気温(最高、最低)及び降水量 
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図 3.9 サモアの 30 年(1961-1990)平均の降水分布と風向分布 
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(2)サモアにおける災害の概況 

サモアで発生した主な自然災害と被災の傾向は、暴風雨及び地震津波によるものが、死

者、被災者、被害額いずれの面においても影響が大きい。 

サモアでは、1950 年以降の地震津波の被害、大きなサイクロン被害、それに伴う洪水被 

害などが記録されている。近年では、2012 年のサイクロン・エヴァンが記憶に新しく、12

人の死者、1.3 億 US ドルの被害をうけている。サイクロン・エヴァンの被災が拡大した要

因のひとつとして、下流部への流木集積による河口閉塞がもたらす上流部の河川氾濫が挙

げられている(写真 3.78～3.79)。その対応として、日本の無償援助によるヴァイシガノ橋

梁架替事業のほか、被災したレオネ橋の架替事業、河川改修事業など、さまざまな事業が

進められている。 

 1950 年以降の自然災害の記録(サモア)は表 3.10 のとおりである。 

 
表 3.10 1950 年以降の自然災害の記録(サモア) 

 
(出典：The OFDA/CRED International Disaster Database) 

 

  

写真 3.78 流木集積による河川閉塞  写真 3.79 河口閉塞による上流部の氾濫状況 

year disaster type Total deaths Total affected
Total damage

(,000$)
1964 Storm 250
1966 Storm 10 95,000 600
1968 Storm 4 238
1983 Storm 1,000 31,600
1983 Wildfire 1,000 31,650
1989 Storm 15,500
1990 Storm 8 195,000 200,000
1991 Storm 13 88,000 278,000
2001 Flood 1,500
2004 Storm 1
2005 Storm 9
2009 Earthquake 148 5,584 124,040
2012 Storm 12 12,703 133,000
2015 Drought
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このほか、サモアでは、表 3.11 に示した想定可能なさまざまな自然・人為災害について

のリスクレベルが定性的に想定されている。 

このうち、サイクロン(伴う高潮、強風含む)、火山噴火、津波などの自然災害は、極大

なリスク・緊急な対応が必要なハザードとして分類され、洪水(大雨による内水氾濫)、地

震、地滑り、山火事などについては、高いリスク・広範囲な対応管理が必要なハザードに

分類されている。 

 

表 3.11 サモアで想定されるハザード及びリスクレベル 

                 

(出典：Samoa’s National Disaster Management Plan) 

  

Hazard Level of Risk

Cyclone1 Extreme

Volcanic Eruption Extreme

Tsunami Extreme

Urban Fire (Apia) Extreme

Public health crisis Extreme

Environmental crisis - invasive species Extreme

Flood2 High

Earthquake High

Landslide High

Forest Fires High

Aircraft emergency (airport) High

Hazchem incident - marine High

Lifeline Utility Failure - water Moderate Moderate

Agricultural crisis - animal or plant disease Moderate

Civil emergency - external Moderate Moderate

Lifeline Utility Failure - telecommunications Low

Lifeline Utility Failure - electricity Low

Single asset infrastructure failure - building collapse Low

Single asset infrastructure failure - dam Low

Drought Low

Aircraft emergency (other location) Low

Maritime vessel emergency Low

Hazchem incident - land Low

Terrorism Low

Civil emergency - internal Low

1Includes stormsurge causing coastal inundation and high winds
2Inland flooding due to heavy rain
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(3)普及・実証事業候補地における地形測量 

今後、発生が想定される災害リスクと提案製品による「災害リスク低減」に係る対策を

行うために、普及・実証事業候補地である「Fagalii tai outlet-5」及び「Fagalii Ford-6」

において、簡易な地形測量を実施した。 

地形測量は、スタッフ及びメジャーを用いて、当該河川の横断面及び軸方向の距離を計

測し、当該対策の概略検討及び概算事業費を算定するうえで、必要となる簡易測量を実施

した。なお、今後、現地での施工に必要となる実施施工を行う際には、さらに詳細な地形

測量を実施する必要がある。 

簡易測量時の状況及びその成果は、写真 3.80～3.81、図 3.10 のとおりである。 

 

  
写真 3.80 「 Fagalii tai outlet -5」の橋梁付近及び中流部の簡易測量の状況 

 

  

写真 3.81 「Fagalii Ford-6」の下流及び上流部の簡易測量の状況 
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図 3.10 測量成果 
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(4)災害リスクの調査 

 

1)調査時期 

 平成 29 年 1 月 26 日 

 

2)調査結果 

「Fagalii tai outlet-5」の災害リスクとしては、写真 3.82 のとおり、最下流に位置す

る橋梁周辺において、土壌堆積による河積断面の阻害により、浸水被害発生のリスク増大

が懸念される。 

また、写真 3.83 に示すとおり、河川内に滞留する流木、河岸の侵食が確認される。さら

に、写真 3.84 にある土壌堆積による集落への浸水被害リスクの増大、河岸侵食による家屋

の倒壊なども想定される。 

このような現状からは、当該河川においては「災害リスク低減」対策として、濁水のろ

過による河床堆積物の低減、堆積土壌の浚渫及び河岸の侵食防止対策としての提案製品に

よる護岸の設置が必要であると考える。 

 

  

写真 3.82 「Fagalii tai outlet-5」の橋梁付近及び中流部の土壌堆積の状況 

 

  

写真 3.83 「Fagalii tai outlet-5」の流木及び河岸侵食の状況 
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写真 3.84 「Fagalii tai outlet-5」の集落付近の土壌堆積及び河岸侵食の状況 

 

「Fagalii Ford-6」の災害リスクについては、写真 85 のとおり、沿川には畑地として小

規模に利用されている以外の土地利用は認められないことから、直接的な災害リスクは存

在しない。しかしながら、洪水などによる河岸の侵食、倒木・流木などを確認した。これ

らは、下流部への災害リスクを増大させる要因となることが懸念される。そのため、当該

河川についても「災害リスク低減」対策として、周辺環境と調和した提案製品による護岸

整備が必要である。 

 

  

写真 3.85  「Fagalii Ford-6」の河岸侵食、倒木・流木の状況 
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3-3 製品・技術のニーズの確認 

3-3-1 提案製品への関心度 

 本調査の事前調査(先述した「沖縄建設産業グローバル化推進事業」を活用したサモア現

地調査)では、MNRE から提案製品に対する河川流域の土壌流出及び水質管理等に係るサポー

トレターを拝受している。本調査の第 1回現地調査時の WRD 主催のステークホルダー・ミ

ーティングでは、MNRE のほか、EPC、SWA など「水」に関係する機関から 25 人に及ぶ参加

者があり、サモア政府の提案製品に対する関心の高さが伺えた。本調査においては、現在、

カウンターパートである MNRE と提案製品を利活用した普及・実証事業についての協議を重

ねており、第 4章で詳述するプロジェクトの内容で大筋の合意を得ている。 

3-3-2 提案製品のニーズの確認 

首都アピアのあるウポル島は、面積 1,125km2 の火山島で、最高峰 1,100m のフィト山が

東西に走っている。気候は高温多湿の熱帯海洋性気候で、年間平均気温は 26～27℃、乾季

(5～10 月)と雨季(11～4 月)にわかれており、年間降水量は 2,500～5,000mm である。雨季

には山間部に降った雨が短時間で海域へ流出している。このような自然環境を踏まえ、本

調査では、普及・実証事業候補地である「Fagali’i tai outlet-5」及び「Fagali’i Ford-6」

の「環境改善」に係る水質調査、動植物調査及び「災害リスク低減」に係る防災・減災調

査を行った。その結果、河岸の侵食箇所、倒木・流木、土壌の流出・堆積による河床上昇

及び河口閉塞の進行など、現状の課題に対する提案製品の「環境改善」及び「災害リスク

低減」に係るニーズを確認することができた。当該事業候補地においては、提案製品を河

川に設置することで、以下のことが可能であると考える。 

「環境改善」として、河岸の侵食防止及び濁水のろ過により、濁水の発生要因である土

壌流出を抑制し、河岸植生の保全・再生、陸域の生物多様性の向上、サンゴ礁生態系攪乱

のリスク低減及び沿岸域の景観の改善。 

また、「災害発生リスク低減」としては、濁水として流出した土壌の堆積による河床上昇、河

口閉塞がもたらす浸水被害発生のリスク低減及び倒木を抑制し流木集積の減少を図る橋梁

流亡のリスク低減。なお、提案製品の設置に関しては、サモアの制度上特段の懸念はない。 

普及・実証事業の候補地以外にも、平常時の河川の状態から、豪雨時の災害状況を推測

したところ、提案製品を利活用して、河川流域の環境を改善すれば、災害リスクを低減で

きるサイトが複数存在していることも確認した。このように、サモアも日本と同じく自然

災害に悩まされており、自然環境保全及び防災・減災対策は、最重要課題のひとつである

ことを再認識した。提案製品は濁水処理などの環境保全対策だけにとどまらず、サイクロ

ンなどによってもたらされる浸水被害などの自然災害からサモアの人々の生命・財産を守

るという防災・減災のニーズを満たすことができる製品・技術である。さらに、提案製品

は、人力施工が可能であり、災害復旧、維持管理などの面においても、大幅なコスト縮減

が期待できることから、当該製品がサモアに普及すれば、インフラ整備への適合性は非常

に高いと考える。 

3-3-3 提案製品の普及に向けての展開 

 PUMA 及び建設会社に公共・民間工事おける建設現場の濁水処理に関するヒアリングを行

ったところ、COPE という環境ガイドラインはあるが、十分に機能していないとのことであ

った。日本の濁水処理の事例を紹介し、サモア政府機関の濁水対策に係る体制を強化すれ

ば、提案製品の導入の可能性は高くなると考える。2015 年のサモアにおける VCO の輸出高

は、1,995 千米ドルであり、コプラの流通が確認できる。これは、同等数のハスクが存在し

ていることを証明している。このような現状から、将来的には提案製品をサモア国内で製

造することは可能であると判断している。なお、サモア国内外の需要等を考慮した工場建

設を含む事業計画については、第 5章で詳述する。 
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3-4 製品・技術と開発課題との整合性及び有効性 

サモアは「災害及び危機管理法 2006(Disaster & Emergency Management Act 2006)及び

気候変動法 2006(Climate Change Act 2006)」により、自然災害の低減、環境維持及び気候

変動によるリスクの低減に注力している。また、「サモア国家開発戦略(SDS)」では、社会・

経済の継続的発展のため、気候変動への適応行動計画(NAPA)の実施の重要性を強調してい

る。その他、災害が起こった際の取組み体制としては「Samoa national action plan for 

disaster risk」を策定している。 
太平洋地域における気候変動に対する適応(Pacific Adaptation to Climate Change：

PACC)では、当該地域の 14 カ国で実施されるプロジェクトにおいて、島嶼国に共通する脆

弱性への適応力向上を目的とした重要 3項目「水資源管理」「沿岸域管理」「食糧生産・食

糧安保」が挙げられており、サモアは「沿岸域の自然リスクの向上」を PACC の目標に掲げ

ている。 
 また、我が国の「対サモア独立国 事業展開計画」の基本方針(大目標)は「環境に配慮し

た持続的経済成長の達成と国民の生活水準の向上」である。 
重点分野 1(中目標)の「環境・気候変動における開発課題 1-1(小目標)/環境保全」及び「開

発課題(1-2 小目標)/気候変動対策」においては、降水時の土壌侵食により発生する土壌・濁

水流出による水源環境の悪化や土壌侵食に起因する土砂災害のリスク増大がサモアにおけ

る開発課題と捉えることができる。サモア政府の行政機関が入居するビルの 1階ロビーに

は、災害の記憶を風化させないために、2012 年にサモアを直撃し甚大な被害をもたらした

サイクロン・エヴァンによる被災を記録したパネルが展示されている(写真 3.86)。 

 

 

アラオア浄水場への流木の流入 

 

住宅への被害(アラオア) 

 

流木の流出状況(アラオア) 

 

漁港・港湾への流木の流出 
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水力発電送水管の被害 

 

アラオア浄水場の被害 

 

橋の倒壊(アラオア) 

 

周辺住宅への浸水 

 

倒木の状況(アラオア) 

 

家屋の流亡 

 

流木の集積(アラオア) 

 

家屋の損壊 
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洪水被害 

 

浸水被害 

 

ホテルへの浸水 

 

造成工事の濁水処理 

写真 3.86 サイクロン・エヴァンによる被害の状況を撮影したパネル写真 

 
 
このようなサイクロン・エヴァンがもたらした環境破壊、災害による甚大な被害を最小

限に抑えるためには、日本国内で「環境改善」及び「災害リスク低減」対し多くの実績を

有する提案製品をサモアにおいても多目的に利活用することが求められる。 

製品・技術と開発課題との整合性及び有効性に係る「環境改善」及び「災害リスク低減」

対策の事例を表 3.12 に示す。 
 

表 3.12 製品・技術と開発課題との整合性及び有効性に係る課題解決策の事例 

開発課題の事例 提案製品・技術による課題解決策 

・ココナッツプランテーシ

ョン、タロイモ畑及び牧

草地からの表土流出、森

林の斜面侵食及び道路の

り面侵食などによる土壌

(濁水)流出 

・提案製品で表土を被覆することにより、表土の流出防止、侵食

防止及び植生の保全・再生を図る。 

  

道路のり面侵食防止      森林斜面の侵食防止 
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・河岸などの侵食による土

壌(濁水)の流出 

・提案製品を河岸に法覆工(護岸)として設置することで、河岸の

侵食防止及び河岸植生の保全・再生を図る。 

  
河岸の侵食防止(1/2)    河岸の侵食防止(2/2) 

・開発行為に伴う建設現場

等からの濁水の流出 

・提案製品を建設現場等から発生する濁水のろ過材として使用す

ることで、濁水濃度の低減を図る。 

  

建設現場の濁水処理     海砂洗浄後の濁水処理 

・河川からの濁水の流出 ・提案製品を河川に設置することで、濁水濃度の低減を図る。 

  

河川の濁水処理(1/2)         河川の濁水処理(2/2) 

・渓流からの流木及び土砂

の流出 

・提案製品を渓流に設置することで、流木及び土砂を捕捉する。 

  

H 鋼と提案製品を渓流に設置   流木及び土砂を捕捉 
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第 4 章 ODA 案件化の具体的提案 
4-1 ODA 案件概要 

 提案事業は、沖縄県総合沿岸域管理計画(「統合的沿岸管理」以下、「ICM」という。) の

考えにもとづいた図 4.1 に示す陸域から海域までを一体とする沿岸域の総合的な濁水処理

対策を ODA 案件化における地域づくりの基本方針としている。ICM の定義を以下に示す。ま

た、ICM が目指す地域づくりのイメージは表 4.1、図 4.2 のとおりである。 

ODA 案件の具体的提案としては、ファガリー川流域における侵食防止、濁水処理などによ

る「環境改善」及び「災害リスク低減」を目的とした普及・実証事業を想定している。 

 

沖縄県総合沿岸域管理(ICM：Integrated Coastal Management) 

赤土等流出、生活排水などによる水質汚濁といった陸域からのサンゴ礁生態系への負荷

を低減させ、また、サンゴ礁生態系の保全に配慮した防災・減災などの社会資本整備を推

進し、水産業・観光業などの産業を発展させるとともに、地域の伝統・文化を継承させて

いく地域づくりを行っていくものである。 

 

 

 

図 4.1 沿岸域の総合的な濁水処理対策のイメージ 
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表 4.1 地域づくりの項目及び内容 

項目 内容 

森林整備 
・在来動植物が多様に生育・生息する森林があり、かつ、

森林からはサンゴ礁生態系に負荷を与える余分な土

壌・栄養分が流出しない。 

農産物の収穫 
・四季をとおした豊かな農産物が収穫でき、かつ、サン

ゴ礁生態系に負荷を与える農地からの農薬や赤土等が

流出しない。 
環境負荷の少ない 
生活スタイル 

・集落からはサンゴ礁生態系へ負荷を与える生活排水な

どが流出しない。 

環境共生型観光 
・サンゴ礁生態系に負荷を与えず、海水浴、釣り、スキ

ューバダイビング、サーフィン、カヌー、ビーチパーテ

ィーなどの海洋レジャーが楽しめる。 
伝統・文化の場 ・伝統・文化を継承できる活動の場がある。 
環境学習の場 ・環境学習ができる場所がある。 
憩いの場 ・地域住民の憩いの場がある。 

水産物の水揚げ 
・サンゴ礁生態系の恵みによる多様で美味しい水産物が

水揚できる。 

地元の食材の取引 
・地元で収穫された農産物、水揚げされた水産物が地元

で取引できる。 

多自然川づくり 
・サンゴ礁生態系の保全・再生及び利活用に配慮された

河川整備が行われている。 

沿岸域の整備 

・定期的な清掃活動などにより、沿岸域には漂着ゴミな

どが存在しない。また、サンゴ礁生態系の保全・再生及

び利活用に配慮した沿岸域利用者のニーズにあった海

浜や施設、台風や高潮などに対する護岸・防波堤が存在

している。 

景観 
・ギンネムやモクマオウなどの外来植物が存在しない沖

縄らしい景観の沿岸域が整備されている。 

サンゴ礁生態系の管理 

・サンゴ礁生態系は定期的にモニタリグされており、オ

ニヒトデなどによるサンゴの食害、白化現象などによる

サンゴの病気に対して速やかに対応できる体制が構築

されている。また、沿岸域に堆積した赤土等の土砂も必

要に応じて浚渫されている。 
(出典：沖縄県総合沿岸域管理計画) 
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図 4.2 地域づくりのイメージ 

(出典：沖縄県総合沿岸域管理計画) 

  

1 森林整備 2 農作物の収穫 

3 環境負荷の少ない 

ライフスタイル 

4 環境共生型観光 
5 伝統文化の場 

10 多自然川づくり 

9 地元食材の取引 

7 憩いの場 

6 環境学習の場 

11 沿岸域の整備 

12 サンゴ礁生態系の管理 

8 漁場環境保全 

資源管理型漁業 
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4-1-1 普及・実証事業 

提案する普及・実証事業では、ファガリー川流域の河川に提案製品を設置し、沖縄の知見

を活かした濁水処理対策による当該河川流域の「環境改善」及び「災害リスク低減」を目

的とする。また、提案製品の実証結果を用いることで、提案事業のモデル化及び他地域へ

の普及を目指す。 

カウンターパートは MNRE(自然資源環境省)とし、当該事業の予算の枠内で提案製品を河

川に設置して、当該製品による濁水処理対策の有効性を実証する。 

また、説明会やデモンストレーションを実施する際には、関係者に広く情報を公開し、同

様の課題を抱えている他の地域にも水平展開するための機会につなげたいと考えている。 

 

4-1-2  その他（一般無償資金協力、国別研修） 

(1)一般無償資金協力 

普及・実証事業において、提案製品による濁水処理対策の有効性が証明された場合には、

JICA サモア支所などとも協議し、本事業の無償資金協力実施の可能性を検討したい。具体

的には、MNRE からも要望が強い、流木流出を防止のための設備を設置する『(仮称)ヴァイ

シガノ川流域保全事業』を想定している。一般無償資金協力については、カウンターパー

トの期待は高いものの、普及・実証事業により、提案製品を活用した技術提案による「環

境改善」及び「災害リスク低減」効果を検証する必要があることから、具体的な計画等に

ついては、当該事業の際に面談を行う予定である。 

 

(2) 国別研修 

 第 1 章で概観したとおり、サモアでは雨季の濁度低減が安全な水へのアクセス上不可欠な

状態にもかかわらず、原水から取水を行っている箇所も散見するなど、濁水処理対策が遅れ

ている。また、無償資金協力で浄水場の建設などを行っているが、現時点において環境を改

善すべき箇所が多数存在することからも、カウンターパートにとって、日本の水処理技術を

学ぶ機会として、国別研修を活用することが考えられる。JICA が 2016 年に実施した「島嶼

における水資源管理・水道事業運営課題別研修」では、島嶼性及び亜熱帯性などにおいて共

通の課題を有する沖縄県の水関連政策や渇水対策を含めた水資源管理のあり方、統合水資源

管理の概念などを学ぶほか、大洋州島嶼国の水道事業関係者のネットワーク形成を目的とし

ていた。 

提案する国別研修では、ヤシ繊維を活用した沿岸域の総合的な濁水処理対策に係る技術

の習得を目的としたい。また、今後、沖縄国際センター(JICA 沖縄)、JICA 横浜とともに、

研修員受入事業についての検討を行いたいと考えており、実施時期は、普及・実証事業終

了後を予定している。協力計画の概要は表 4.2 のとおりである。 
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表 4.2 協力計画の概要 

項目 内容 

案件名 (仮称)ヤシ繊維を活用した沿岸域の総合的な濁水処理対策 

対象組織

／人材 

・MNRE、SWA、LTA などの組織における沿岸域の総合的な水資源管理を

担当する技官及び行政官 

実施期間 ・普及・実証事業終了後の任意の 3～4週間程度 

日本国内

における

主要協力

機関 

・自治体(県、市など)の環境部局、上下水道部局 

・環境関連団体、NPO 等 

・提案製品を多目的に利活用した設計・施工に係る実績のある建設コ 

 ンサルタント、建設業者等 

概要 (1)上位目標 

・ヤシ繊維の多目的利活用による濁水処理対策により、沿岸域の「環 

 境改善」及び「災害リスク低減」を図る。 

(2)プロジェクト目標 

・所轄部署による沿岸域の総合的な濁水処理対策の促進に向けた具体 

 的な施策の実施。 

(3)成果 

・研修参加者が日本の水資源管理の技術を理解する。 

・研修参加者がヤシ繊維の多目的利活用による水資源管理能力の強化

や当該分野の課題解決に向けた解決策(案)を提案する。 

・提案された解決策(案)にもとづいた研修参加者の所属組織における

実現可能なアクションプランの策定・実施。 

(4)活動(研修項目またはワークショップ・テーマ) 

・講義：日本における原水の前処理技術、水資源管理に係るデータ収 

 集・分析・ 評価手法、環境教育及び住民・NGO 等との対話・連携 

・見学：水処理関連施設、提案製品の設置現場等 

・演習：ディスカッション、水処理に係るデータ収集・集計、アクシ 

    ョンプランの策定 

 (5)投入 

日本側投入 

研修費用(研修員の航空運賃、日当、宿泊費等) 

相手国側投入 

研修員の参加 

その他留意事項 研修は英語(もしくはサモア語通訳帯同)により実施する。 
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4-2 具体的な協力計画及び開発効果 

(1)普及・実証事業 

 普及・実証事業では、カウンターパートを MNRE(自然資源環境省)とし、ファガリー川流

域の河川に提案製品を設置することにより、「環境改善」及び「災害リスク低減」を図る『(仮

称)ファガリー川流域における環境改善及び災害リスク低減対策事業(以下、「プロジェクト」

という。)』を想定している。 

本プロジェクトでは、ヤシ繊維を多目的に利活用した沿岸域の総合的な濁水処理対策の

技術を MNRE 職員に移転するとともに、当該技術の有効性を実証する。 

本プロジェクトの設計概要（表 4.3）及び概略設計図を以下に示す。また、プロジェクト

の基本計画、実施体制及び業務内容、スケジュール表(案)、活動内容及び成果は表 4.4～4.7

のとおりである。 

なお、施工計画及び概算工事費等については別添に掲載した。 

 

表 4.3  Fagali’I tai outlet-5 及び Fagalii Ford-6 の設計概要 

河川 設計概要 

Fagali’I tai outlet-5 ・橋梁から上流側に向けて水衝部の 10ｍ区間は、フィルター

ユニットの全面にバイオログフィルターを挿入し、その背

後に砕石を詰めた「フィルターユニット法覆工」を護岸と

して両河岸に多段積みに設置し、洪水による河岸の侵食防

止及び河岸植生の再生を図る。 

 

・「フィルターユニット法覆工」護岸の端部から上流側に向け

ての 90m 区間は、バイオログフィルターを木杭により河岸

に固定する「バイオログフィルター法覆工」を護岸として

両河岸に設置し、洪水による河岸の侵食防止及び河岸植生

の保全・再生を図る。なお、本区間には、バイオログフィ

ルターの伸縮等を防止するため、20m ごとにフィルターユ

ニットに砕石を詰めた間詰工を設置する。 

 

・「バイオログフィルター法覆工」を護岸として両河岸に設置

した端部から上流側に向けての 30m 区間には、「バイオログ

フィルターをフィルターユニットの上流側に挿入し、その

背後には砕石を詰めたろ過設備(高さ：0.3m、幅：1.0m、長

さ：2.0m)」を 12 基、水生動物の移動ルートを確保するた

めに千鳥に配置し、濁水の濁度低減を図る。 

Fagalii Ford-6 ・河川横断道路から上流側に向けて約 50m の区間にバイオロ

グフィルターを木杭により河岸に固定する「バイオログフ

ィルター法覆工」を護岸として両河岸に設置し、洪水によ

る河岸の侵食防止及び河岸植生の保全・再生を図る。なお、

F-6 については、濁水の流出は少ないと予測され、また、

川幅も狭いことから、ろ過設備の設置は考えていない。 
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表 4.4  プロジェクトの基本計画 

項目 内容 

目的 

 

・提案製品を設置しファガリー川流域の「環境改善」及び「災害リ

スク低減」の効果を実証し、提案製品の効果について実証結果を用

いて普及することを目的とする。 

開発効果及び対

象地域 

・4-2-2 及び 4-3 に記載 

カウンターパー

ト(MNRE)との協

議状況 

・複数回面談を行った結果、本プロジェクトについての強いニーズ

を確認した。普及・実証事業における提案製品の具体的な設置場

所については、MNRE からの要望があり、現在、検討中である。 

「環境改善」に係

る活動の成果 

・提案製品を用いた河岸の侵食防止により、濁水の発生要因である 

土壌流出が抑制される。また、ろ過設備による濁度低減によっ 

て土壌流出量が減少する。これらの環境改善によって、河岸植生 

の保全・再生、陸域の生物多様性の向上、サンゴ礁生態系撹乱の 

リスク低減及び沿岸域の景観が改善される。 

「災害リスク低

減」に係る活動の

成果 

・提案製品を用いた河岸の侵食防止による倒木の抑制により流木量

が減少し、橋梁桁下への流木集積によってもたらされる橋梁流亡

のリスクが低減される。 

 

・提案製品を用いた河岸の侵食防止により、濁水の発生要因である 

土壌流出が抑制されるとともに、ろ過設備による濁度低減によっ 

て土壌流出量が減少することで、河床上昇や河口閉塞によっても 

たらされる河川氾濫による浸水被害の発生リスクが低減される。 

 

・提案製品を用いた河岸の侵食防止により、濁水の発生要因である

土壌流出が抑制されるとともに、ろ過設備による濁度低減によっ

て土壌流出量が減少することで、サンゴ礁生態系が保全・再生さ

れることで自然防災機能が高まり、今後、気候変動によって、発

生が予想される海面上昇に伴う波浪・高潮の海岸侵食などのリス

クが低減される。 

活動期間 ・24 ヶ月程度 

協力額概算  

項目 金額 備考 

工事費等 41,962,400 円 輸送費、設置費、施

工管理費等を含む 

本邦受入活動費  1,347,000 円  

人件費 43,937,600 円 直接人件費・その他

原価・一般管理費 

管理費 4,989,000 円  

小計 92,236,000 円  

消費税(8%) 7,378,880 円  

合計 99,614,880 円  
 

投入  

(日本側) 

・専門家の派遣(技術的な助言、支援など) 

 



 97

 

 

 

 

・カウンターパート職員の研修(実施期間中、3名程度のカウンター

パートの職員の本邦受入活動を行う。受入先は、提案企業や国内

の設置場所などとする。期間は１週間程度を想定している。) 

・資機材の調達・設置 

4-2 の概算工事内訳書参照 

投入 

(サモア側) 

 

・人員の配置(MNRE から総括責任者 1 名と実務責任者 2 名程度を配

置する) 

・施設の設置場所の提供：ファガリー川流域内の河川 

実施体制 
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本プロジェクトにおける PDM は表 4.5 のとおりである。 

 

表 4.5 普及・実証事業における PDM 

プロジェクトの要約 開発目標 指標データ入手方法 外部条件 

上位目標 

(Overall Goal) 

・普及対象地域にお

いて、提案製品を

利活用したことに

よる「環境改善」

及び「災害リスク

低減」が見られる。

サモアの開発課題

である『環境保全』

及び『災害に強い

国土形成』への貢

献並びにカウンタ

ーパート及び現地

ビジネスパートナ

ーなどへの濁水処

理対策に係る技術

移転 

・政府・対象地域の

統計活動記録 

 

・政府関係者及び地

域住民へのヒアリ

ング 

・競合他社と

の優位性の

確保 

プロジェクト目標 

(Project Purpose) 

 

・実証対象地域における提 

案製品の活用による「環

境改善」及び「災害リス

ク低減」が図られる。 

・製品を設置するフ

ァガリー川流域の 

「環境改善」及び「災 

害リスク低減」 

・政府・対象地域の

統計活動記録 

 

・政府関係者及び地

域住民へのヒアリ

ング 

・設備の適正

な運営 

 

・環境に係る

法令などの

遵守 

 

 

成果(Output) 

(1)開発課題 

1)環境改善 

・製品を設置する地域の河 

岸植生の保全・再生等に

よる陸域の生物多様性の

向上 

2)災害リスク低減 

・製品を設置する地域の侵

食防止等による浸水被

害発生リスクの低減 

(2)ビジネス 

・サモア国内における提 

案製品の普及 

 

 

・製品を設置するフ

ァガリー川流域の

環境改善及び災害

リスク低減並びに

ビジネス展開 

・プロジェクト運営

記録 

 

・設備運営記録 

 

・関係者へのヒアリ

ング 

・関係機関の

政策などが

大きく変更

されない。  
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活動(Activities) 投入(Input) 前提条件 

(Pre- 

conditions) 

・測量による川幅、河岸勾

配、河床勾配の測定、ド

ローンによる空撮、河

岸・河床の侵食・洗掘状

況の確認、河川堆積土砂

量の算定。 

・河川調査による流量・流 

 速、水質・底質などの調 

 査。 

・植生調査及び水生動物調 

査 

・機材設置 

・メンテナンスなどの技術

説明 

・プロジェクトの活動成果

にもとづいた普及・実証

及び事業地以外における

中長期的な濁水処理対策

に係る事業計画の策定 

日本側： 

・設備設置、運営

に必要な資機材

及び人員の配置 

・資機材調達 

・カウンターパー

トの本邦受入活

動 

 

・濁水処理対策に 

係る技術提供 

・セミナー、ワー 

クショップ開

催に伴う人員

の配置と教材 

現地側： 

・担当者の配置 

 

・施設候補地の提供等 

・セミナー、ワークシ

ョップ開催時の職員

の積極的な参加 

 

・資機材設置後の維持

管理及び将来的なメ

ンテナンスのための

予算の確保 

・事業収益性

が見込める

こと 

 

・建設の許認 

 可 

 

・カウンター

パート機関

の関係者が

頻繁に異動

しない。  

 

 

 

 

 

表 4.6 実施体制及び業務内容 

区分 名前 業務内容 

共同企業体 ㈱南西環境研究所 

㈱ウエスコットウエスト 

・提案製品設置前の植生調査及び水生動

物調査 

・提案製品設置後の水生動物及び水生動

物のモニタリング 

・プロジェクトの統括管理 

・発注者との調整 

・報告書とりまとめ 

・政府関係機関や SPREP(太平洋地域環境

計画)などのドナーへの広報・宣伝活動

による提案製品のインフラ整備への導

入提案 

・本事業以降の河川護岸整備計画の立案

支援(例としてウポル島の南東部、サバ

イイ島での次案件の提案など) 

・環境影響評価 

カウンター 

パート 

自然資源環境省(MNRE) ・提案製品のインフラ整備への導入に係

る情報提供 
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外部人材 ㈱オオマエ ・助走期のビジネス展開に向けた政府関

係機関との調整 

・サモア国内外の市場動向調査 

・現地生産に係る可能性調査 

・本邦受け入れ活動に係る諸手続支援 

㈱隆盛コンサルタント ・提案製品設置前の水質調査 

・提案製品設置後の水質モニタリング 

・施工管理 

・SWA(サモア水道公社)への提案製品の水

道関連事業への技術支援及び案件化の

提案 

㈱中央建設コンサルタント ・提案製品設置前の測量による川幅、河

岸勾配、河床勾配の測定、ドローンに

よる空撮、河岸・河床の侵食・洗掘状

況の確認、河川堆積土砂量の算定 

・提案製品設置後のモニタリングとして、

測量による川幅、河岸勾配、河床勾配

の測定、ドローンによる空撮、河岸・

河床の侵食・洗掘状況の確認、河川に

堆積している土砂量の算定 

・詳細設計、施工計画、施工設備及び積

算(工事費の算出) 

・資材の搬入・調達及び管理 

・現地の測量及び施工業者との調整 

・工事実施後の提案製品等の維持管理計

画の策定 

・LTA(陸上交通省)への提案製品の道路関

連事業への技術支援及び案件化の提案 

現地ビジネス

パートナー 

OSM Consultant 

IPA Consultant 

(2 社はコンサルタント) 

・提案製品をインフラ整備のマスタープ

ランに導入させるための技術支援及び

案件化の提案 

Bluebird Construction 

(サモア最大の建設会社) 

・提案製品を建設関連工事に導入させる

技術支援及び案件化の提案 
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表 4.7 スケジュール表(案) 

 
 

(2) その他(一般無償資金協力及び国別研修) 

他案件を実現するためには、本プロジェクトを起点として、カウンターパートなどの意

向を踏まえた判断となるため、現時点では実現性は低いものであり、必要な予算や人員配

置については、今後、協議を行っていく予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

現地作業

国内作業

デモンストレーション準備
（国内作業）

バイオロ
グフィル
ターなど
の機材輸

送

D/FR
作成

（国内作
業）

D/FR
提出
（国
内作
業）

実証活動　（現地作業）

2018年度(平成30年度) 2019年度(平成31年度)

普及活動　（現地作
業）

FR
提出
終了

国
内
作
業

現
地
作
業

改善
点見
直し

改善
点見
直し

本邦
受け
入れ
活動

FR
作成
（国
内作
業）

事業化検討　（現地作業）

設置
に関
する
事前
協議

機材設計、発注、レ
イアウト、人員配置

（国内作業）

測量、
EIA・地質
調査等

工事
設置

（現地作
業）

機材調整、現地法制度及び税金
等の調査、市場調査、保険等の

アレンジ　（国内作業）
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4-2-1 開発効果 

本プロジェクトの実施により、表 4.8 の開発効果が期待できる。 

 

表 4.8 プロジェクトの活動内容及び成果 

活動 期待される成果 

提案製品設置前の活動 

(現況把握調査) 

 

・測量による川幅、河岸勾配、 

河床勾配の測定、ドローンに 

よる空撮、河岸・河床の侵食・

洗掘状況の確認、河川堆積土 

砂量の算定。 

 

・河川調査による流量・流速、 

 水質・底質などの調査。 

 

・植生調査及び水生動物調査。 

 

「環境改善」に係る成果 

・提案製品設置前の河川調査による流量・流速、水質・

 底質調査並びに植生調査及び水生動物調査により、 

  現状の河川環境を把握することができる。  

                       

「災害リスク低減」に係る成果 

 

・提案製品設置前の測量による川幅、河岸勾配、河床

勾配の測定、ドローンによる空撮、河岸・河床の侵

食・洗掘状況の確認、河川堆積土砂量の算定により、

現状の災害リスクを把握することができる。 

提案製品設置後の活動 

(モニタリング調査) 

 

・測量による川幅、河岸勾配、 

河床勾配の測定、ドローンに

よる空撮、河岸・河床の侵食・

洗掘状況の確認、河川に堆積

している土砂量の算定。 

 

・河川調査による流量・流速、 

 水質・底質などの調査。 

 

・植生調査及び水生動物調査。 

「環境改善」に係る成果 

 

・提案製品設置後の河川調査による流量・流速、水質・

 底質調査並びに植生調査及び水生動物調査により、 

  提案製品設置前の河川環境との比較を行い、河岸の 

  侵食防止、ろ過設備による濁度低減、河岸植生の保全・

 再生、水生動物の種数の増加、沿岸域への土壌流出 

  量の減少、景観の改善などの確認することで、環境 

  改善効果を検証することができる。  

 

「災害リスク低減」に係る成果 

 

・提案製品設置後の測量による川幅、河岸勾配、河床勾

配の測定、ドローンによる空撮、河岸・河床の侵食・

洗掘状況の確認、河川堆積土砂量の算定により、提案

製品設置前の災害リスクとの比較を行い、河岸の侵食

防止、ろ過設備による河岸・河床の侵食・洗掘防止、

土壌流出抑制による河口部の堆積土砂量の減少など

の確認することで、災害リスク低減効果を検証するこ

とができる。 

プロジェクト終了後の活動 

 

・プロジェクトの活動成果にもと

づいた普及・実証事業地以外に

おける中長期的な濁水処理対策

に係る事業計画の策定 

プロジェクト終了後の活動に係る成果 

 

・プロジェクト対象地域以外においても、提案製品を

多目的に利活用する沿岸域の総合的な濁水処理対策

に係る事業の実施が期待できる。 
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その他 

・セミナーやワークショップ及び

本邦による、カウンターパート

及び現地ビジネスパートナーな

どへの技術指導 

・沿岸域の総合的な濁水処理対策に係る技術のサモア

への移転 

 

 4-2-2 プロジェクトの対象地域及びその周辺状況 
本プロジェクトが想定する対象地域は、MNRE が運営管理しているファガリー川流域の

「Fagali’I tai outlet-5」及び「Fagalii Ford-6」である。当該プロジェクトの対象地

域及びその周辺状況は表 4.9 のとおりである。 

 

表 4.9 プロジェクトの対象地域と周辺状況 

河川名 Fagali’I tai outlet-5 Fagalii Ford-6 

周辺状況 

 

  

 

  

提案製品

設置のイ

メージ 

 

 

護岸(河岸侵食防止) 

 

 
ろ過設備(濁水処理) 

(出典：砂防渓流長山谷の復旧について/奈良県

宇陀土木事務所/柴田大紀) 

 

護岸(河岸侵食防止) 
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開発目標 

 

(1)「環境改善」に係る開発目標 

・提案製品を用いた濁水の発生要因 

である河岸の侵食防止及びろ過 

設備による河岸植生の保全・再 

生、陸域の生物多様性の向上、沿 

岸域の景観の改善及びサンゴ礁 

生態系の保全・再生 

 

(2)「災害リスク低減」に係る開発目標 

・提案製品を用いた濁水の発生要因 

である河岸の侵食防止及びろ過設備

による浸水被害発生リスクの低減及

び流木の集積による橋梁流亡のリス

クの低減 

(1)「環境改善」に係る開発目標 

・提案製品を用いた濁水の発生要因 

である河岸の侵食防止による河岸 

植生の保全・再生、陸域の生物多 

様性の向上 

 

 

 

(2)「災害リスク低減」に係る開発目標 

・提案製品を用いた濁水発生要因であ

る河岸の侵食防止ろ過設備による下

流部の浸水被害の発生リスク低減 

 

 

4-3 他 ODA 案件との連携可能性  

「沖縄連携によるサモア水道公社維持管理能力強化プロジェクト(技術協力プロジェク

ト)」においては、沖縄県及び宮古島市などの協力により、SWA に対して能力強化、漏水率

改善及び水質向上を目的に実施してきた。 

SWA には沖縄県出身者が配属されており、これまで実施してきた「緩速ろ過を使用した上

水道の管理技術研修」や「サモア水道事業運営(宮古島モデル)支援協力」などによって、

沖縄とサモアの人的な結びつきは大変強く、サモア側からは水分野での沖縄の技術力に関

し大きな信頼を得ている。 

提案企業は沖縄の企業であり、水道事業とは濁度低減という共通の目的を保有している。

他の ODA 案件と本プロジェクトは同じ水資源管理という共通の分野を有しながらも、対象

となる事業領域が厳密には異なることから、当該プロジェクトが実現した場合には、他の

ODA 案件との情報共有を行うことで、双方の案件において水資源管理計画や法規制、統計・

データ管理等の分野における知見や教訓の共有等の相乗効果が得られる可能性がある。 

また、現在、日本の支援により実施中である無償資金協力「都市水道改善計画」におい

ても、本提案技術の活用により、浄水場に流入する高濃度濁度の原水の前処理や新設され

る浄水場の負荷低減にも貢献できると考えられるため、情報共有やカウンターパートの能

力向上をはじめとした連携を図りたいと考えている。 

 

4-4 ODA 案件形成における課題と対応策 

 先述のとおり、ODA 案件形成としての本プロジェクトについては引き続き検討したい。現

時点において、本プロジェクトの実現の可能性が高いと考えられる ODA 案件は普及・実証

事業である。 

普及・実証事業において、提案企業の技術的な優位性を本プロジェクトによって広く実証す

ることにより、無償資金協力の実施について、関係者と協議を進めたい。なお、カウンターパ

ートの MNRE 及び現地ビジネスパートナーの Bluebird Construction とは、普及・実証事業に

おける本プロジェクトの実現に向けての役割分担や工事に必要な資材の調達方法、資材置場、

施工方法などについて、現在、協議を続けている。また、普及・実証事業終了後の、設置機材

のメンテナンス費用の確保及び、新規に設置するための予算の確保が重要な課題である。提案

製品は他の方式と異なり、天然素材を用いており、初期投資額が低く済むという利点がある。  
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これは、予算が乏しいカウンターパートにおいて大きな利点であることが本調査において確

認できた。普及・実証事業時には、新規に設置する場所の特定や、そのための予算規模などを

早めにカウンターパートに示し、予算確保のために内部調整を図るように促したい。 

 また、提案企業は国別研修への協力を希望しており、今後、研修員の受入れなどの体制

を整備し、本プロジェクト終了後には受入れを行いたいと考えている。 

 

4-5 環境社会配慮に係る対応  

4-5-1 重要な環境社会影響項目の予測・評価及び緩和策、モニタリング計画(案)の策定 

 本プロジェクトの実施によって、文化的側面(宗教、社会構造、倫理面等)に影響を及ぼ

すおそれはないと考えている(環境社会配慮チェックリスト、環境社会配慮調査スコーピン

グ、環境社会配慮調査における現時点で想定される代替案・影響評価は別添)。 

また、本プロジェクトにおける環境・社会配慮への関連としては、提案製品を河岸へ設

置する土工事の際に発生が予測される濁水、騒音等が該当すると想定される。プロジェク

ト対象地域としては、近隣に住民がいない地域を検討している。ただし、地域住民から民

家の近くに提案製品を設置し、環境改善及び災害リスクを低減してほしいという要望があ

る場合には、集落内で工事を実施する可能性もある。 

今後も細心の注意を払い、現地法制度に則って適切な環境保全措置を行う予定である。 

なお、河岸へ護岸として設置した提案製品の交換は不要である。しかし、ろ過設備とし

て使用する提案製品については、ろ過機能が低下した場合には交換が必要となるが、人力

作業で対応可能なことから、環境への負荷はほとんどないと考える。 

その他、関係法規だけではなく、文化的受容性や社会的影響などについては、行政機関

へのヒアリングのみならず、関係者へのヒアリングも可能な限り実施したいと考えている。 

これについては、チェックリスト及びスコーピング、想定される改善策の記載を別添に

掲載した。 

 

4-5-2 用地取得・住民移転の規模及び現況の把握  

 現在想定しているのはカウンターパートの MNRE が運営管理している河川・海岸域であり、

新規の用地取得や住民の移転は想定していない。また、普及・実証事業としての本プロジ

ェクトに必要な作業スペース、資材置場などは、現在、検討中であるが、MNRE の管理下に

ある河川・海岸域の公共用地範囲内に十分収まる範囲で実施する予定である。
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